
　　　　　　　要求水準書変更箇所一覧表

頁 章 節 細 項 目 項目名 変更前 変更後

26～27 2 2.2 （4） ③ 提出書類
事業者が提出する書類の一覧及び提出書類に対する本市の承認又は確認の有無並びに提出時期を
表－ 14に示す。なお提出書類は電子データ及び製本を３部提出すること。

事業者が提出する書類の一覧及び提出書類に対する本市の承認又は確認の有無並びに提出時期を
表－ 14に示す。

30 2 2.3 （2）
図-1　浄水フロー（真野浄水場（真
野取水場含む））

薬品沈殿池への中間次亜塩素酸の注入位置を前段から後段に変更

33 2 2.3 （3）
表-17　真野浄水場更新改良業務
の要求水準
薬品注入設備

コ　薬品の保管場所は換気性・耐火性・耐震性の高い屋内を原則とすること。 コ　薬品の保管場所は事業者提案とすること。

38 2 2.4 （1）
表-18　新瀬田浄水場更新改良施
設

設備更新に急速撹拌機を追加

38 2 2.4 （2） 図-2　浄水フロー（新瀬田浄水場）

浄水フロー図を修正。取水井は劣化補修、着水井は削除、混和池の設備を更新



　　　　　　　要求水準書変更箇所一覧表

39 2 2.4 （3）
表-19　新瀬田浄水場更新改良業
務の要求水準

急速攪拌池を混和池に変更

57 2 2.7 （2） ② （エ） 表-27　水質監視業務

排出水120回、下水道放流水12回に修正
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1 総則 

1.1 本書の位置づけ 

本要求水準書（以下「本書」という。）は、大津市企業局（以下「本市」という。）が、「真野・新瀬

田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業」（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者の

募集・選定に当たり、入札に参加しようとする者（以下「応募者」という。）を対象に交付する「募集

要項等」の一部として位置づけるものであり、本事業の対象となる施設に要求する性能及び対象となる

運転維持管理業務について要求するサービスの水準を示すものである。 

 

1.2 事業内容 

(1) 事業名称 

真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 

 

(2) 事業の対象となる公共施設等の種類 

① 更新改良業務の対象となる施設 

 真野浄水場（真野取水場を含む） 

 新瀬田浄水場 

 仰木低区配水池 

 真野低区配水池 

 

② 更新改良業務の対象外施設 

 柳が崎浄水場 

 膳所浄水場（令和 14 年度廃止予定） 

 八屋戸浄水場（令和 12 年度廃止予定） 

 その他場外施設（大津市内の配水池、加圧施設、電動弁施設及びその他付帯施設） 

 

(3) 公共施設等の管理者の名称 

大津市公営企業管理者 國松 睦生 

 

(4) 事業の目的 

大津市では昭和５年に給水を開始して以来、市勢の発展や市域の拡大などに伴って増大する水需要

に対応するため、８次にわたる拡張事業で浄水場をはじめとする水道施設の整備を進めてきた。 

現在（令和３年度末）の普及率は 99.9％となっており、「拡張」から「維持管理」の時代に移行して

いることに加えて、これら水道施設の多くは高度経済成長期に建設され、既に更新時期を迎えているこ

とから、早急にその更新に取り組む必要がある。 

国においては、平成 30 年 12 月に水道法が改正され、水道事業の経営基盤強化を目的とした水道事

業の広域連携や官民連携を推進しており、本市においては、湖都大津・新水道ビジョンにおいて計画す

る「水道システムの再構築および水道施設の耐震化」事業を早期に完了させ強靭で持続可能な本市水道

事業を実現するべく、民間活力を導入する事業範囲及び期間とその効果について検討を行って来たと
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ころである。 

また、水道システムの再構築として掲げる３浄水場体制への再編には、多大な事業費を要することか

ら、官民双方の英知を結集し、創意工夫により事業の効率化を図りながら、お客様に安全で安心な水道

水をお届けし続ける必要がある。 

以上のことから、本市は、民間事業者が有する技術力やノウハウを最大限活用することに加え、本市

水道事業会計の財政負担を抑制し、早期に水道システムの再構築及び水道施設の耐震化を図ることを

目的として、真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業（以下「本事業」という。）

を実施する。 

 

(5) 対象施設及び対象業務 

本事業の範囲は、下記に列挙するとおりであり、施設の位置等については別紙１～４に示す。事業者

は、対象施設の更新改良及び運転維持管理を一体として実施する。 

 

① 対象施設 

（ア） 更新改良業務の対象となる施設 

 真野浄水場（真野取水場を含む） 

 新瀬田浄水場 

 仰木低区配水池 

 真野低区配水池 

 

（イ） 運転維持管理対象施設 

 浄水場（更新改良後の施設を含む） 

 配水池（更新改良後の施設を含む） 

 加圧施設 

 電動弁施設 

 その他付帯施設 

 

② 対象業務 

（ア） 更新改良業務 

 事前調査業務 

 設計業務 

 工事業務 

 その他付帯する業務 

 

（イ） 運転維持管理業務 

 運転管理業務 

 保全管理業務 

 更新改良施設の補修・修繕業務 
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 既存施設の補修・修繕業務 

 物品調達業務 

 その他技術業務 

 災害及び事故対応業務 

 事業終了時の引継ぎ業務 

 

（ウ） 任意提案業務 

 事業者は、本事業の費用縮減、収益増加や環境負荷低減等の効果が発揮される業務について民間

事業者の責任のもと提案することができ、本市との協議の結果、本市水道事業にとって有益であ

ると認められる場合には、当該業務について追加することが可能である。 

 

(6) 事業方式 

本事業の事業方式は、真野浄水場、新瀬田浄水場、仰木低区配水池、真野低区配水池について、民間

事業者が、実施設計（基本設計、詳細設計）、更新改良工事を行った後、他の浄水施設を含む浄水場施

設等（管路を除く）の運転維持管理業務を行う BTO（Build Transfer Operation）方式とする。 

なお、本事業における施設整備において、本市が別途ＣＭ（Construction Management）方式による

マネジメント業務委託を実施した場合、事業者は、ＣＭ方式受託者が業務を円滑に実施できるよう、協

力すること。 

 

(7) 民間事業者に求める役割 

本事業は、湖都大津・新水道ビジョンにおける水道システムの再構築、水道施設の計画的な更新・

耐震化、事業経営と業務の効率化等の施策方針に基づいて実施する重要な事業である。 

本事業は更新改良業務及び運転維持管理業務により構成される。更新改良業務は真野浄水場、新瀬

田浄水場、仰木低区配水池及び真野低区配水池を対象として、更新、耐震補強、増設及び改良等を行

うものであり、複数の施設を対象に多様な手法による整備を行う。運転維持管理業務について、本市

の給水区域は琵琶湖沿岸の非常に長い市街地及び山間部に広がり、給水のために多数の浄水場、配水

池、加圧施設等を有しており、これらが事業対象となる。そのため、更新改良業務及び運転維持管理

業務とも事業範囲は非常に広いものとなっている。 

これらの多数の水道施設を適切・効率的に運用するにあたっては、水道施設の管理の容易性、安全

で安定した水供給ができる施設・体制、更新・運転維持管理における経済性等の確保が重要であり、

そのためには、従来の有効な水道技術とともに、DX（デジタルトランスインフォメーション）等の新

技術の導入が必要と考えている。また、本市では「ゼロカーボンシティ宣言（令和４年３月）」を行っ

ており、本事業においても資源・エネルギーの有効活用に計画的に取り組む必要がある。 

また、本市では今後多くの職員が退職を迎えることから、上記ビジョンにおいて職員の育成と技術

継承に取り組むこととしており、本事業が本市の水道技術・ノウハウの集約及び継承に資することを

期待している。 

このような本事業の背景・状況を踏まえて、民間事業者には、浄水場・配水池等の設計・工事及び

水道施設の運転維持管理並びに新技術等に関する十分な知識と深い理解、見識及び能力を有すること
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を求める。 

 

(8) 事業スケジュール（予定） 

① 事業期間 

本事業は、令和６年４月１日から令和 21 年３月 31 日までを事業期間とする。 

なお、運転維持管理期間は本事業の開始から本事業期間の終了迄の 15 年間とする。 

真野浄水場の試運転開始は令和 12 年９月末日を期限とし、引渡期限は令和 13 年３月末日を期限と

する。 

真野浄水場の既存浄水施設の撤去工事は、着工を令和 15 年４月１日以降とする。 

新瀬田浄水場の試運転開始は令和 14 年９月末日を期限とし、引渡期限は令和 15 年３月末日を期限

とする。 

スケジュール（予定） 内 容 

令和５年 10 月 

令和６年４月 

令和 12 年９月 

令和 13 年３月 

令和 14 年９月 

令和 15 年３月 

令和 15 年４月以降 

令和 21 年３月 

事業契約の締結 

本事業開始（運転維持管理業務の開始） 

真野浄水場（更新・耐震補強部分）の試運転開始 

真野浄水場（更新・耐震補強部分）の引渡し 

新瀬田浄水場の試運転開始 

新瀬田浄水場の引渡し 

真野浄水場（旧系列撤去）の実施 

事業契約の終了 
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1.3 基本事項 

(1) 用語の定義 

  要求水準書において使用する主な用語の定義は、表－ 1 のとおりである。 

表－ 1 用語の定義 

用語 定義 

本事業 
真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業のことをい
う。 

本市 本事業の発注者である大津市企業局のことをいう。 

事業者 本事業を実施する民間事業者のことをいう。 

更新改良 
構造物・管路の更新、耐震補強及び劣化補修、増設、並びに設備の更新及
び改良、新設等のことをいう。 

更新 
構造物・管路について既存施設の全部または一部を撤去し、新しい施設を
設置することをいう。 

耐震補強 
構造物・管路について既存施設の主要な構造に対し、耐震性を高めるため
の補強を行うことをいう。 

増設 
構造物・管路について既存施設とは別に施設を追加して設置することを
いう。 

更新及び改良 
設備について構造物の更新や耐震補強に合わせ、既存設備と同程度ある
いは性能の向上が図られたものを設置することをいう。 

新設 設備について現在ないものを新たに設置することをいう。 

撤去 既存の構造物・管路・設備を取り除くことをいう。 

運転維持管理 
運転管理、保全管理、補修・修繕、物品調達、その他技術業務、災害及び
危機管理対応及び事業終了時の引継ぎのことをいう。 

運転管理 
遠方監視装置を使用して設備の運転や水量・水圧・水質等の監視・制御、
水質検査等による水質監視、排水処理及び保安巡視を行うことをいう。 

保全管理 
水道施設の機能の状態を確認し維持するために、保守点検（日常、定期）、
精密点検及び水道施設清掃を行うことをいう。 

更新改良施設 
事業者が更新改良を実施し、本市へ引き渡した後の構造物、管路、設備の
ことをいう。 

既存施設 
事業者が更新改良を実施・引き渡す前の構造物・設備・管路および、事業
者が更新改良を実施しない構造物・設備・管路のことをいいう。 

補修・修繕 
損傷、腐食、その他劣化が生じた施設（構造物、設備、管路）について計
画を作成して補修や修繕を行うこと、及び突発的な事故等が生じた設備
等について緊急的に補修や修繕を行うことをいう。 
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物品調達 
水道施設の運転管理等にあたり、水道用薬品、燃料、通信機器、非常用発
電機、その他消耗品等の調達及び本市が貸与する備品・物品の管理を行う
ことをいう。 

その他技術業
務 

本市が別に発注する工事等の内容把握、視察・見学者等対応、清掃及び除
草・植栽管理を行うことをいう。 

災害及び危機
管理対応 

地震や風水害等の自然災害、水道施設の事故や停電、水質異常、テロ及び
新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等が発生した場合、ＢＣ
Ｐ（事業継続計画）及び危機管理マニュアルに基づき、緊急連絡体制を確
立し、初期対応や現場作業等を行うことをいう。 

確認 
募集要項等で示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容
について募集要項等との適合を確かめることをいう。 

承認 
募集要項等で示された事項について、本市が書面により同意することを
いう。 

指示 
本市が事業者に対し、募集要項等で示された事項について書面等をもっ
て示し、実施させることをいう。 

協議 
募集要項等の協議事項について、本市と事業者が対等の立場で合議し、結
論を得ることをいう。 

別紙 
要求水準書（本書）の別資料であり、記載内容については契約上法的拘束
力を有する。 

参考資料 
要求水準書（本書）の別資料で参考的に示すものであり、記載内容につい
ては契約上法的拘束力を有しない。 

（参考） 
要求水準書（本書）において参考的に示すものであり、記載内容について
は契約上法的拘束力を有しない。 

 

(2) 事業予定地位置図 

事業予定位置図として、全体施設位置図、更新改良施設の位置図を別紙１～４に示す。 
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(3) 施設の立地条件 

① 更新改良業務の対象となる施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 真野浄水場 真野取水場 新瀬田浄水場

都市計画区域 大津湖南都市計画区域 大津湖南都市計画区域 大津湖南都市計画区域

区域区分 市街化区域 市街化区域 市街化区域

用途地域 準工業地域 商業地域 第二種居住地域

防火地域 なし なし なし

容積率
建ぺい率

容積率　200％
建ぺい率　60％

容積率　400％
建ぺい率　80％

容積率　200％
建ぺい率　60％

悪臭
臭気指数規制あり

第２種区域（臭気指数 15）
臭気指数規制あり

第２種区域（臭気指数 15）
臭気指数規制あり

第１種区域（臭気指数 12）

高度地区
特別用途地区

（大規模集客施設制限地区）
第７種高度地区 第３種高度地区

風致地区 指定なし 指定なし 指定なし

地区計画区域 指定なし 指定なし 指定なし

騒音規制

第３種区域
朝　6:00～ 9:00：60dB以下
昼　9:00～18:00：65dB以下
夕 18:00～22:00：65dB以下
夜 22:00～ 6:00：55dB以下

第３種区域
朝　6:00～ 9:00：60dB以下
昼　9:00～18:00：65dB以下
夕 18:00～22:00：65dB以下
夜 22:00～ 6:00：55dB以下

第２種区域
朝　6:00～ 9:00：50dB以下
昼　9:00～18:00：55dB以下
夕 18:00～22:00：50dB以下
夜 22:00～ 6:00：45dB以下

振動規制
第２種区域（Ⅰ）

昼　8:00～19:00：65dB以下
夜 19:00～ 8:00：60dB以下

第２種区域（Ⅰ）
昼　8:00～19:00：65dB以下
夜 19:00～ 8:00：60dB以下

第１種区域
昼　8:00～19:00：60dB以下
夜 19:00～ 8:00：55dB以下

景観計画 準工業地景観区 市街地水辺景観区
市街地水辺景観区
沿道市街地景観区

埋蔵文化財
埋蔵文化財包蔵地

（沢組遺跡）
該当なし 該当なし

項目 仰木低区配水池 真野低区配水池

都市計画区域 大津湖南都市計画区域 大津湖南都市計画区域

区域区分 市街化区域 市街化区域

用途地域 第一種低層居住専用地域 第一種低層居住専用地域

防火地域 なし なし

容積率
建ぺい率

容積率　60％
建ぺい率　40％

容積率　60％
建ぺい率　40％

悪臭
臭気指数規制あり

第１種区域（臭気指数 12）
臭気指数規制あり

第１種区域（臭気指数 12）

高度地区 第１種高度地区 第１種高度地区

風致地区 指定なし 指定なし

地区計画区域 指定なし 指定なし

騒音規制

第１種区域
朝　6:00～ 9:00：45dB以下
昼　9:00～18:00：50dB以下
夕 18:00～22:00：45dB以下
夜 22:00～ 6:00：40dB以下

第１種区域
朝　6:00～ 9:00：45dB以下
昼　9:00～18:00：50dB以下
夕 18:00～22:00：45dB以下
夜 22:00～ 6:00：40dB以下

振動規制
第１種区域

昼　8:00～19:00：60dB以下
夜 19:00～ 8:00：55dB以下

第１種区域
昼　8:00～19:00：60dB以下
夜 19:00～ 8:00：55dB以下

景観計画 低層住宅地景観区 低層住宅地景観区

埋蔵文化財
埋蔵文化財包蔵地
（三ツ木遺跡）

埋蔵文化財包蔵地
（曼陀羅山古墳群）
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② 運転維持管理対象施設 

科目 対象施設 

水道施設 大津市内一円の浄水場、配水池、加圧施設、電動弁施設及びその付帯施

設（場外の導水管、送水管及び配水管を除く） 

 

③ 水位高低 

更新改良業務の対象となる施設及びその上下流施設の浄水場や配水池等の水位高低図を別紙６～

7に示す。 

 

(4) 施設能力 

更新改良施設の浄水場、配水池及び送水ポンプの計画施設能力を表－ 2～表－ 4に示す。 

 

表－ 2 更新改良施設の施設能力（取水ポンプ・浄水場） 

項目 真野浄水場 新瀬田浄水場 

水利使用許可最
大取水量 

現状（水利使用
許可更新前）*1 

46,500m3/日 

（0.539m3/s） 

38,074m3/日 

（0.441m3/s） 

水利使用許可 
更新後*2 

48,000m3/日 

（0.556m3/s） 
同上 

取水ポンプ 

能力 

既設 
48,000m3/日*3 

（0.556m3/s） 

38,074m3/日 

（0.441m3/s） 

取水ポンプ 
更新後 

48,000m3/日*3 

（0.556m3/s） 
－ 

浄水能力 

既設 45,000m3/日 37,500m3/日*4 

更新改良後 45,000m3/日 37,500m3/日*4 

注）*1 現水利使用許可は、令和 8年 3月 31 日までの期間である。 

*2 一級河川琵琶湖表流水の水利使用許可期間は最長 10 年であり、本事業の終了までに複数 

回の使用許可の更新を予定している。 

*3 取水ポンプは水利使用許可更新に合わせて、既設と同じ 48,000m3/日の能力で更新するが、 

現状（水利使用許可更新前）においても本表の最大取水量の範囲内となるように取水量を 

制御すること。 

*4 できる限り浄水ロスを削減し、37,500m3/日に近い浄水能力を確保すること。 

 

表－ 3 更新改良施設の施設能力（配水池） 

項目 仰木低区配水池 真野低区配水池 

配水池 

容量 

耐震補強 3,150m3 *1 8,000m3 *1 

増設 8,000m3 － 

注）*1 現状の配水池容量を示す。なお、耐震補強後の配水池の確保容量はできるだけ多くすること。 
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表－ 4 更新改良施設の施設能力（送水ポンプ） 

 

 

 

 

(5) 水質、水圧及び水量の条件 

各業務を履行する上で、事業者が最低限満たすべき水質、水圧及び水量に関する基準は次のとおりとす

る。 

① 水質管理に関する要求水準 

水質管理に関する要求水準を表－ 5 に示す。 

配水池から管末水までの浄水は、常に別紙 10 に示す水道法の水質基準に適合していること。 

表－ 5 の範囲にあっても給水区域末端部での遊離塩素濃度は 0.1mg/L 以上を維持すること（ただし

遊離塩素濃度の低下の原因が管路にある場合を除く）。 

なお事業者は、原水水質、浄水方法・条件及び水道法の水質基準等を踏まえ、浄水及び給水栓水の水

質管理目標値を定め、その確保に努める。 

 

表－ 5 水質管理の要求水準 

項 目 要求水準 採水箇所 

遊離残留塩素 
 0.6mg/L～1.0mg/L 浄水池出口 

 0.2mg/L～1.0mg/L 配水池出口 

水素イオン濃度 
 pH6.8～pH7.6 混和池 

 pH7.0～pH7.8 浄水池及び配水池出口 

色度 １度以下 浄水池及び配水池出口 

濁度 0.1 度以下 
ろ過池出口、浄水池及び 

配水池出口 

味 異常でないこと 浄水池及び配水池出口 

臭気 異常でないこと 浄水池及び配水池出口 

 

 

  

項目 
仰木住宅第二加圧 

送水ポンプ 

仰木第一加圧 

送水ポンプ 

計画送水量 4,800m3/日 1,000m3/日 
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② 水圧管理に関する要求水準 

水圧管理に関する要求水準を表－ 6 に示す。 

管末で最小動水圧（0.15Mpa）等の確保を図るため、水道施設の配水圧力を適切に管理すること。 

なお、事業期間中に施設の統廃合等により施設間の水運用が変更になり、それに伴い表－ 6 の内容

に変更が生じる場合は、本市から事業者にその内容を指示する。 

 

表－ 6 水圧管理の要求水準 

施設名称 施設二次圧力センサの管理水準 

山田加圧ポンプ場 目標水圧 0.55Mpa ±15% 

馬殿若加圧ポンプ場 目標水圧 0.60Mpa ±15% 

連歌山加圧ポンプ場 目標水圧 0.55Mpa ±15% 

普請山加圧ポンプ場 目標水圧 0.90Mpa ±15% 

虹ヶ丘加圧ポンプ場 目標水圧 0.31Mpa ±15% 

下龍華加圧ポンプ場 目標水圧 0.20Mpa ±15% 

日吉台第二加圧ポンプ場 目標水圧 0.35Mpa ±15% 

湖の美が丘加圧ポンプ場 目標水圧 0.65Mpa ±15% 

小関越加圧ポンプ場 目標水圧 0.15MPa ±15% 

若葉台第二加圧ポンプ場 目標水圧 0.15Mpa～0.30Mpa 

太子堂加圧ポンプ場 目標水圧 0.30Mpa ±15% 

石山第一加圧ポンプ場 目標水圧 0.45Mpa ±15% 

石山第二加圧ポンプ場 目標水圧 0.35Mpa ±15% 

寺辺加圧ポンプ場 目標水圧 0.50Mpa ±15% 

桐生加圧ポンプ場 目標水圧 0.35Mpa ±15% 

坂下減圧弁室 目標水圧 0.35Mpa～0.50Mpa 

町居減圧弁室 目標水圧 0.35Mpa～0.50Mpa 

上記以外の水道施設 自然流下型の施設であるため、特に要求水準を設

けないが、減圧給水とならないように、施設出口バ

ルブなどの管理を適切に行うこと。 

  ※目標水圧は施設内の被制御側配管の水圧ゲージ設置場所の読み値を示す。 

配水管において最低動水圧 0.15MPa の配水圧力を確保すること。 
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③ 水量管理に関する要求水準 

水量管理に関する要求水準を表－ 7 に示す。 

 

表－ 7 水量管理の要求水準 

○各取水施設から汲み上げる水量は、規定された水利使用許可最大取水量（水利権水量）

の範囲内で行うこと。 

（水利権） 

八屋戸浄水場 （取水口）大津市木戸字下山ノ神 1243 番地先 【木戸取水場】 

（最大取水量） 0.0625（㎥/秒） 

真野浄水場  （取水口）大津市真野五丁目 22 番 1地先   【真野取水場】 

（最大取水量） 0.539（㎥/秒）／0.556（㎥/秒）*1 

柳が崎浄水場 （取水口）大津市柳が崎字南柳 1201 番 1 地先 

       （最大取水量） 0.477（㎥/秒） 

膳所浄水場  （取水口）大津市本丸町字膳所 140 番 4 地先 

（最大取水量） 0.521（㎥/秒） 

新瀬田浄水場 （取水口）大津市萱野浦字萱野浦 3305 番地先 

（最大取水量） 0.441（㎥/秒） 

注）*1 本市において水利使用許可申請を行うが、水利使用許可前までは現状の水利使用 

許可最大取水量である 0.539 ㎥/秒とし、水利使用許可後は 0.556 ㎥/秒とする。 

 

また令和３年度の浄水場別運転実績を表－ 8 に示す。 

 

表－ 8 浄水場の運転実績等（令和３年度） 

浄水場名 

水利使用許可水量*1 取水量 配水量 

令和３年度 令和４年度 日平均値 日最大値 日平均値 日最大値 

（㎥/日） （㎥/日） （㎥/日） （㎥/日） （㎥/日） （㎥/日） 

八屋戸浄水場 4,800  5,400  2,829  4,353  2,716  4,160  

真野浄水場 43,300  46,500  28,620  33,120  28,527  32,610  

柳が崎浄水場 41,200  41,200  29,766  35,460  28,213  31,370  

膳所浄水場 45,000  45,000  25,701  29,780  26,014  29,420  

新瀬田浄水場 38,074  38,074  20,612  25,500  20,420  25,610  

比良浄水場*1 3,800  － 2,224  3,300  2,210  3,340  

計 176,174     

注）*1 比良浄水場については、令和３年度末に浄水場としての機能を停止し、比良加圧ポンプ場に用途変

更を行った。また、同浄水場の廃止に伴い、令和４年７月 12 日付で河川管理者から水利使用の変更

許可を得ている。 
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④ 排出水に関する要求水準 

琵琶湖への排出水に関する要求水準を表－ 9（令和７年３月 31 日まで）及び表－ 10（令和７年４

月１日以降）に大津市における免除下水排水基準を別紙 11 に示す。 

 

表－ 9 排出水基準（令和７年３月 31 日まで） 

 

○各浄水場排水口から排出する水量は、下記に示す水利権の範囲内で行うこと。 

八屋戸浄水場 【木戸排水口】大津市八屋戸字頓狩石（野離子川左岸）  

（最大排水量） 200（㎥/日） 

真野浄水場  【真野排水口】大津市美空町 201 番地先（公共用水路） 

（最大排水量） 3,300（㎥/日） 

柳が崎浄水場 【柳が崎第１排水口】大津市柳が崎字北柳 111 番地先（琵琶湖） 

（最大排水量） 3,087（㎥/日） 

【柳が崎第２排水口】大津市柳が崎字北柳 111 番地先（普通河川） 

（最大排水量）   13（㎥/日） 

膳所浄水場  【膳所第１排水口】大津市本丸町字膳所 140 番 4 地先（琵琶湖） 

（最大排水量） 3,200（㎥/日） 

【膳所第２排水口】大津市本丸町字膳所 140 番 4 地先（琵琶湖） 

（最大排水量）  100（㎥/日） 

新瀬田浄水場 【新瀬田排水口】大津市萱野浦字萱野浦 3304 番 5 地先（普通河川） 

（最大排水量）   570（㎥/日） 

 

項  目 
水 質 基 準 

採水箇所 
柳が崎・膳所 八屋戸・真野・新瀬田 

１ 水素イオン濃度(pH） 6.0 以上 8.5 以下 濃縮槽又は放流口 

２ 生物化学的酸素要求量(BOD) 15mg/L 以下 4.8mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

３ 化学的酸素要求量(COD) 20mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

４ 浮遊物質(SS) (40)mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

５ 大腸菌群数 3,000 個/ｍL 以下 濃縮槽又は放流口 

６ 全窒素(T－N) 20mg/L 以下 10mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

７ 全リン(T－P) 1(0.3)mg/L 以下 0.25mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

８ シアン化合物 0.1mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

９ フェノール類 1mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

10 ｎ－ヘキサン抽出物質 
鉱油類 5mg/L 以下 

動植物油脂類 20mg/L 以下 
濃縮槽又は放流口 

( )内の数値は日間平均値を示す。 
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表－ 10 排出水基準（令和７年４月１日以降） 

 

○各浄水場排水口から排出する水量は、下記に示す水利権の範囲内で行うこと。 

八屋戸浄水場 【木戸排水口】大津市八屋戸字頓狩石（野離子川左岸）  

（最大排水量） 200（㎥/日） 

真野浄水場  【真野排水口】大津市美空町 201 番地先（公共用水路） 

（最大排水量） 3,300（㎥/日） 

柳が崎浄水場 【柳が崎第１排水口】大津市柳が崎字北柳 111 番地先（琵琶湖） 

（最大排水量） 3,087（㎥/日） 

【柳が崎第２排水口】大津市柳が崎字北柳 111 番地先（普通河川） 

（最大排水量）   13（㎥/日） 

膳所浄水場  【膳所第１排水口】大津市本丸町字膳所 140 番 4 地先（琵琶湖） 

（最大排水量） 3,200（㎥/日） 

【膳所第２排水口】大津市本丸町字膳所 140 番 4 地先（琵琶湖） 

（最大排水量）  100（㎥/日） 

新瀬田浄水場 【新瀬田排水口】大津市萱野浦字萱野浦 3304 番 5 地先（普通河川） 

（最大排水量）   570（㎥/日） 

 

項  目 
水 質 基 準 

採水箇所 
柳が崎・膳所 八屋戸・真野・新瀬田 

１ 水素イオン濃度(pH） 6.0 以上 8.5 以下 濃縮槽又は放流口 

２ 生物化学的酸素要求量(BOD) 10mg/L 以下 4.8mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

３ 化学的酸素要求量(COD) 8(6)mg/L 以下 8(6)mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

４ 浮遊物質(SS) (40)mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

５ 大腸菌群数 3,000 個/ｍL 以下 濃縮槽又は放流口 

６ 全窒素(T－N) 10(8)mg/L 以下 5(3)mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

７ 全リン(T－P) 1(0.3)mg/L 以下 0.25(0.04)mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

８ シアン化合物 0.1mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

９ フェノール類 1mg/L 以下 濃縮槽又は放流口 

10 ｎ－ヘキサン抽出物質 
鉱油類 5mg/L 以下 

動植物油脂類 20mg/L 以下 
濃縮槽又は放流口 

( )内の数値は日間平均値を示す。 

 

 

⑤ 下水道放流水に関する要求水準 

下水道放流施設を有する浄水場における下水道排除基準を表－ 11 に示す。 
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表－ 11 下水道排除基準 

 項  目 水  質 採水箇所 

１ 温度 45℃未満 希釈槽又は放流口 

２ 水素イオン濃度(pH） 5 を超え 9未満 希釈槽又は放流口 

３ 生物化学的酸素要求量(BOD） 600mg/L 未満 希釈槽又は放流口 

４ 浮遊物質(SS) 600mg/L 未満 希釈槽又は放流口 

５ 全窒素(T－N) (40)mg/L 未満 希釈槽又は放流口 

６ 全リン(T－P) (5)mg/L 未満 希釈槽又は放流口 

７ ｎ－ヘキサン抽出物質 
鉱油類：5mg/L 以下 

動植物油脂類：20mg/L 以下 
希釈槽又は放流口 

                         ( )内の数値は日間平均値を示す。 

 

(6) 耐震性能 

本事業において更新改良施設に求める耐震性能を表－ 12 に示す。 

表－ 12 耐震性能 

分類 耐震性能 準拠資料 

土木構造物 

 

重要度の区分：ランクA1 

使用性についてはレベル１地震動に

対して限界状態１ 

復旧性についてはレベル２地震動に

対して限界状態２ 

安全性についてはレベル２地震動に

対して限界状態３ 

水道施設耐震工法指針・解説（2022年版）

(公益社団法人日本水道協会） 

建築構造物 

*1 

耐震安全性の分類：Ⅱ類 官庁施設の総合耐震計画基準（国営計第 76

号、国営整第 123 号、国営設第 101 号、平成

19 年 12 月 18 日） 

建築非構造部

材 

耐震安全性の分類：Ａ類 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国営

計第126号、国営整第198号、国営設第135

号、平成25年3月29日） 

建築設備 耐震安全性の分類：甲類 同上 

機械・電気設備 耐震クラスＳ 建築設備耐震設計・施工指針（2014年版） 

（日本建築センター） 

水道施設耐震工法指針・解説等（2022年版）

（公益社団法人日本水道協会） 

注）*1：建築構造物等（建築非構造部材、建築設備を含む）は土木構造物に付帯するものが対象となる。 
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(7) 構造物、設備等の耐用年数 

本市では、湖都大津・新水道ビジョンにおいて、水道施設の計画的な更新、アセットマネジメント活

動の継続推進を施策方針・主要施策として掲げており、これに基づき設備機器等の長寿命化を図り、更

新費用の縮減に努めている。本市のアセットマネジメントにおける水道施設の更新基準年数は、建築

物：50 年、土木構造物：90 年、機械設備：25 年、電気設備：30 年、計装設備：20 年である。 

本事業においても上記アセットマネジメントに基づき、構造物や設備等の長寿命化を求めるが、上記

施策の目的はこれらの健全性の確保を前提として、更新改良や運転維持管理に要するトータルコスト

を低減することであることに留意する。 

 

(8) 契約不適合責任及び保証期間 

事業者は、運転維持管理期間終了後１年の間に、運転維持管理対象施設に関して事業者の維持管理等

に起因する性能未達が指摘された場合は、本市の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行い、運

転維持管理対象施設の運転維持管理に支障を来さないようにすること。 

 

(9) 業務実施体制等 

事業者は、更新改良業務及び運転維持管理業務とともに、これらの業務全般の総括及び調整を行うた

め、それを行う総括代理人を 1名、更新改良業務を統括し調整する統括工事責任者、運転維持管理業務

を統括し調整する業務責任者を各々１名配置することとする。なお、総括代理人が統括工事責任者及び

業務責任者の一方を兼務することもしくは双方を兼務することは可能である。 

事業者は、更新改良業務及び運転維持管理業務の遂行において、地域産業界の発展等の観点や業務効

率を総合的に勘案し、優先的に市内事業者を活用した業務実施体制の構築に努めること。 

事業者は、更新改良業務及び運転維持管理業務とともに、事業全体について実施状況、並びに要求水

準や事業者提案内容の履行状況を確認して、継続的な業務改善を進めるセルフモニタリング業務を実

施すること。 

 

(10) 遵守すべき関係法令等 

事業者は、本事業を実施するために必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守すること。なお、

本事業の実施に必要となる許認可が生じた場合、本市は、可能な範囲で必要な協力を行うものとする。 

本事業に関係すると考える各種法令（例）は以下のとおりである。 

 

① 法令等 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年７月 30 日法

律第 117 号） 

 水道法（昭和 32 年６月 15 日法律第 177 号） 

 建築基準法（昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号） 

 道路法（昭和 27 年７月 31 日法律第 251 号） 

 河川法（昭和 39 年７月 10 日法律第 167 号） 

 都市計画法（昭和 43 年６月 15 日法律第 100 号） 
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 電気事業法（昭和 39 年７月 11 日法律第 170 号） 

 消防法（昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号） 

 水質汚濁防止法（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号） 

 大気汚染防止法（昭和 43 年６月 10 日法律第 97 号） 

 土壌汚染対策法（平成 14 年５月 29 日法律第 53 号） 

 騒音規制法（昭和 43 年６月 10 日法律第 98 号） 

 振動規制法（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号） 

 悪臭防止法（昭和 46 年６月１日法律第 91 号） 

 計量法（平成４年５月 20 日法律第 51 号） 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年５月 31 日法律第 100 号） 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年６月 22 日法律第 49 号） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号） 

 その他本事業に関連する法令 

 

② 条例等 

 大津市水道事業給水条例（昭和 33 年大津市条例第 16 号） 

 大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例（昭和 41 年大津市条例第

38 号 

 大津市生活環境の保全と増進に関する条例（平成 10 年９月 25 日大津市条例第 27 号） 

 滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成 14 年 10 月 22 日条例第

50 号）大津市都市計画法施行細則（平成 13 年４月１日規則第 30 号） 

 大津市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則(平成 24 年５月 15 日規則第 76 号) 

 その他関連条例等 

 

③ 関連する仕様書等 

更新改良工事で適用する要求水準書以外の仕様は以下のとおりとする。 

なお、記載が上記のものから適用を優先する。ただし、同等以上の仕様を確保した場合などはこの

限りではない。  

 大津市企業局工事一般仕様書（大津市企業局）  

 大津市企業局施工管理基準（機械・電気編）  

 水道工事標準仕様書［設備工事編］（公益社団法人 日本水道協会）  

 水道工事標準仕様書［土木工事編］（公益社団法人 日本水道協会）  

 公共建築工事標準仕様書「電気設備工事編」（国土交通省）  

 公共建築工事標準仕様書「機械設備工事編」（国土交通省）  

 滋賀県一般土木工事等共通仕様書（滋賀県）  

 その他関連する仕様書等 

 

④ 基準・指針等 
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更新改良工事では、以下の技術基準等に準拠し、事業提案書の提出時点において最新版を適用す

る。なお、記載が上記のものから適用を優先する。ただし、同等以上の性能を確保した場合などはこ

の限りではない。 

 水道施設設計指針（公益社団法人 日本水道協会）  

 水道施設耐震工法指針・解説（公益社団法人 日本水道協会）  

 水道維持管理指針（公益社団法人 日本水道協会）  

 浄水技術ガイドライン（公益社団法人 水道技術研究センター）  

 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針（厚生労働省） 

 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン（厚生労働省） 

 水道施設機能診断の手引き（厚生労働省） 

 日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

 日本水道鋼管協会規格（ＷＳＰ） 

 日本ダクタイル鉄管協会規格（ＪＤＰＡ） 

 道路橋示方書・同解説（公益社団法人 土木学会） 

 水理公式集（公益社団法人 土木学会） 

 コンクリート標準示方書（公益社団法人 土木学会） 

 日本産業規格（ＪＩＳ）  

 電気学会規格調査会標準規格（ＪＥＣ）  

 日本電機工業会規格（ＪＥＭ）  

 その他関連する各種基準 
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2 細則 

2.1 細則の構成 

細則においては、対象業務ごとに求める内容及び規定する仕様、その他留意事項を示す。細則の構

成としては、まずは対象業務に内包される作業内容を規定し、その上で各作業内容を行うに当たり留

意すべき事項を記載するものとする。 

 

2.2 更新改良業務共通 

更新改良業務は真野浄水場更新改良業務、新瀬田浄水場更新改良業務、仰木低区配水池更新改良業

務及び真野低区配水池更新改良業務により構成されるが、真野浄水場更新改良業務はさらに更新改

良工事と撤去工事に分け、全体を５つの工区に区分して、各々、事前調査業務、設計業務、工事業務

及びその他付帯する業務を行う。 

 

(1) 事前調査業務 

本業務は、設計業務や工事業務の前に行う事前調査業務であり、具体的には以下の業務を実施する

ものとする。なお、本市が実施済みの調査結果については、開示する。 

 

① 調査計画書の提出 

   事業者は下記に示す調査の実施に先立って調査計画書を作成のうえ事前提出し、本市の承認を得

ること。 

 

② 地形測量及び応用測量 

事業者は設計・工事業務に必要な情報を得るための現地測量を必要な範囲で行うこと。 

ｱ） 現地測量 

境界杭、バルブ、電気ハンドホール、構造物等の実測 

ｲ） 基準点測量 

ｳ） 水準測量 

 ・各施設のレベルとその他地盤面の高さ 

 ・既設浄水、排水施設等の水位測量 

ｴ） 横断測量及び縦断測量 

ｵ） 平面、縦断図及び横断図の作成 

 

③ 地下埋設物調査 

設計・工事業務に必要な情報を得るための現地調査を十分に行うものとし、調査を行う際には以下

の点に留意すること。 

 

 ・現地調査に際して、埋設物の位置等について事前に資料調査を行うこと。 

・本市職員立会いのもと試掘調査を行うこと。なお、試掘方法等については事前に本市の確認を

受けること。 
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④ 地質調査 

ボーリング調査、原位置試験、室内土質試験等、詳細設計に必要な調査を行うこと。ボーリング位

置は本市の確認を受けること。 

本市においてこれまで実施した地質調査結果を別紙 12 に示す。 

 

⑤ アスベスト調査 

構造物を耐震補強、劣化補修及び撤去する際は、別紙 13 に示す既存アスベスト調査報告書を踏ま

え、対象構造物に対して事前にアスベスト調査を行うものとする。調査を行う際には以下の点に留意

すること。 

 ・アスベストの有無にかかわらず調査報告書を作成すること。 

・調査によって対象構造物にアスベストが含有されていることが判明した場合、事業者は撤去

工事に必要な書類を作成し、当該対象構造物の撤去方法について本市と協議を行うこと。 

・調査結果より、当該対象構造物のアスベストに関する撤去範囲が既存アスベスト調査報告書

と異なる場合は変更対象とする。 

 

⑥ 雨水・汚水排水路の調査 

設計時、工事時及び運転維持管理時の雨水・汚水排水路の経路について調査を行うものとし、その

際には以下の点に留意すること。 

 ・排水経路等については、雨水・汚水排水先を含め現地確認を行い、各種許可申請上必要な調査

を行うこと。 

 

⑦ その他調査等 

上記のほか、施設の設計・工事を行うに当たり、必要に応じて以下の調査等業務を行うこと。なお、

調査方法や時期は適切に決定すること。 

 ・周辺影響調査 

 ・電波障害調査 

 ・生活環境影響調査（産業廃棄物処理施設設置許可申請に必要な調査を行うこと。） 

 ・騒音・振動 

 ・臭気 

 ・車両交通 

 ・家屋調査（地盤変動影響調査） 

 ・周辺通行者状況 

 ・遺跡・文化財調査 

 ・上記のほか、工事に関連して必要と判断される調査等 

 ・本市が実施する説明会等の対応の補助 

（説明会資料の作成、説明会への出席、現地見学会対応等の必要な補助を行うこと。） 
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⑧ 調査結果報告書の提出 

調査として実施した成果は調査結果報告書として取りまとめること。なお、調査により周辺環境や

施設の設計・工事に影響を及ぼすことが判明した場合は必要かつ適切な対策を講じること。 

 

⑨ 調査実施にあたっての留意事項 

事業者は事前調査の実施に当たり、以下の事項に留意する。   

    ・法的に必要な有資格者及び業務に必要な能力・経験を有する人員を適切に配置すること。 

・提供する既存図面については、必ずしも最新の埋設等の状況を反映しているものではないた

め、現地調査を行う際にはこの点に留意すること。 

 

(2) 設計業務 

設計業務は、施設の設計に関する業務であり、主に次に示す施設の設計を行うこと。また、設計に

際して必要な申請書類の作成業務も含まれる。なお、水利使用許可申請等については、本市で行う

が、図面等、申請に必要な資料は提供し、協力すること。 

 

① 共通事項 

本事業は、関連する他工事との連携及び限られた期間内に設計・施工する必要があるため、期間内

に竣工できる施工計画を踏まえた設計を行うこと。なお設計にあたり、事業者は提案内容を具体化し

た基本設計図書（施設配置計画、施設計画、配管計画、施工計画、仮設計画、施設の容量計算、配管

の水理計算、維持管理方法の検討及び段階的運用方法の検討等）を作成し、本市の承認を得た後、工

事に必要な詳細設計図書を作成すること。 

 

② 施設の要求水準（共通） 

 

表－ 13 各施設の要求水準（共通） 

項 目 要 求 水 準 

構造物撤去等 

 

ア 撤去対象の構造物は基礎を含めて、全て撤去すること。 

イ 撤去対象となる機械設備、電気設備、場内配管及びケーブル類は、原則、全

て撤去し、残置しないこと。 

ウ 撤去工事は周辺の既設構造物等を損傷しないように注意して行うこと。 

エ 撤去工事は周辺環境に配慮して十分な騒音・振動・粉じん等の対策を施すこ

と。 

オ 撤去内容及び範囲が別紙８に示す内容と異なる場合は協議を行い、妥当と判

断した場合は変更対象とする。 
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土木構造物 

ア 維持管理性に配慮した施設とすること。 

イ 構造物は、事業期間終了後も設備を適宜更新しながら継続使用できる耐久性

を有すること。 

ウ コンクリート構造物は十分なひび割れ対策を行い、特に池状コンクリート構

造物は水密性を確保すること。 

エ 池状構造物等について、一部が点検・修繕・事故等により停止する場合でも

供給が継続できるように、施設の複数化及びバイパス管路の整備等を行うこ

と。 

オ 転落防止や維持管理性を考慮し、必要な箇所には、手摺等を設置すること。

なお材質については、事業者提案とする。 

カ 新設構造物における内面防食対策は、コンクリートの鉄筋被り増打ちにて行

うこと。また既設構造物の耐震補強後の内面防食対策は、貯留容量を確保す

るため、防食塗装にて行うこと。 

キ 耐震補強工事に際しては、既存の設備等に影響を与えないように確認して行

う。 

場内配管 

（屋内配管を

含む） 

ア 水理計算及び管厚計算等により、適切な口径及び管種選定すること。 

イ 不平均力等に耐える必要な管防護を施すこと。 

ウ 躯体貫通部における止水（地下水、槽内水）処理を行うこと。 

エ 異種金属の接続部等では絶縁対策を施すこと。 

オ 流量管理が必要な場所には流量計を設置すること。なお運転管理上重要な場

所に設置する流量計や薬品の注入量の演算等に利用する流量計については電

磁流量計とし、バイパス管を設けること。 

前述以外の場所に設置する流量計の種類については事業者提案とする。 

カ 電磁流量計を設置する場合は、電磁流量計の取付け取外しを考慮し、伸縮管

等を設置すること。 

キ 土中部配管のうち、重要な配管については耐震管とし、管種は原則、ダクタ

イル鋳鉄管とすること。屋内配管は、耐久性・耐食性・防錆性の高い材質及

び塗装とすること。土中部配管（重要な配管以外）、屋内配管については使

用環境や用途を考慮し、管種は事業者提案とする。 

ク 土中部配管のうち、ダクタイル鋳鉄管についてはポリエチレンスリーブ全巻

きとする。なお全ての土中部及び施設内配管については管表示テープ及び表

示杭・鋲等を設置し、目視により管の使用用途が確認できること。 

ケ 躯体との境界の土中部には、原則として地震等による地盤変位に対応できる

伸縮可撓管を設置すること。 

コ 流水の遮断、水量・水圧調整等を有効かつ安全に行うため、バルブを適所に

設置すること。 

サ バルブは制御する水量、水圧等を検討して、適切な形式を選定し、更新時の

取り外しが容易にできるものにするとともに、適切な規格（JWWA）を選定す
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ること。 

シ バルブの開閉方向について、設備配管、装置配管以外は右開き、左閉めと

し、設備配管、装置配管は左開き、右閉めとすること。 

ス 自動弁は更新が容易に行なえる形式又は配置とし、電動弁又は電磁弁とす

る。 

セ 布設工事後の洗管等を考慮して、排水設備、空気弁を適切に設置すること。 

ソ 埋設バルブ等は、当該バルブ等に適した弁室あるいは弁筐を設置すること。 

タ 冬期間において凍結の恐れがある配管施設については凍結防止対策を施すこ

と。 

チ 断水ができない管路との接続は不断水工事にて行うこと。 

建築構造物 

(建築機械及び

建築電気設備) 

ア 階段室や連絡管廊等に設置する建築機械（空気調和設備、換気設備、排煙設

備、自動制御設備、消火設備等）及び建築電気（電灯設備、動力設備、誘導

支援設備、火災報知設備、通信設備等）の付帯設備については、設置環境に

配慮した材料を用いること。 

機械設備 

ア 要求される水質基準を満たすために必要な能力を確保すること。 

イ 点検や補修等の維持管理性や将来の更新に配慮した形式・配置とすること。 

ウ 機器の台数及び予備機の有無等は、維持管理性及び安定給水の確保を図るこ

とを前提に事業者提案とする。 

エ 使用材料は、耐久性、強靭性を考慮し選定すること。 

オ 一部の故障等がシステム全体に影響しないようフェールセーフ機能等の安全

策について十分考慮すること。 

カ 環境負荷、省エネルギー性を考慮して選定すること。 

キ 更新する設備については、性能保証を行うこと。 

電気計装設備 

ア 受電点については電力会社と協議の上、決定すること。 

イ 受変電設備、無停電電源設備、運転操作設備、計装設備等を設置する部屋の

大きさは、十分な更新スペース、点検スペースを想定の上設計すること。 

ウ 電気設備点検時等においても施設稼働が可能となるよう停電区分等を検討

し、必要な系統化や分割化を図ること。 

エ 運転管理及び維持管理が容易なものであること。なお、事故防止を考慮し安

全性の高いものとすること。 

オ 一部の故障等がシステム全体に影響しないようフェールセーフ機能等の安全

策について十分考慮すること。 

カ 更新する設備については、性能保証を行うこと。 

施設配置等 

ア 維持管理性、災害時の対応に配慮すること。 

イ 周辺への騒音・振動・悪臭に配慮した配置とすること。 

ウ 周辺との景観に配慮すること。 

エ 池状構造物及び設備については、将来における更新等をスムーズに行えるよ

うに系統分けや更新スペースの確保等に配慮すること。 
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耐震診断及び

耐震設計 

ア 更新、増設及び耐震補強を行う構造物について、耐震診断及び耐震設計は、

「水道施設耐震工法指針・解説2022年版 日本水道協会」に基づき実施するこ

と。 

イ 解析方法（静的非線形解析及び動的解析）については、事業者の提案によ

る。 

ウ 参考資料に示す各施設の耐震補強工事は、「水道施設耐震工法指針・解説

2009年版 日本水道協会」に基づいて範囲・内容を求めており、その工事費を

予定価格に見込んでいる。本事業においては、ア、イにより改めて工事範

囲・内容を求めるが、工事費（土質調査費、耐震診断・耐震設計費を含む）

の変更は行わない。 

工事における 

安定供給 

ア 浄水施設、排水処理施設、配水池、ポンプ等の更新改良施設は、工事期間

（試運転期間を含む）において、既設・新設の切り替え時を含め、運転管理

を計画的かつ適切に行い、安定した供給を行うこと。 

イ 更新改良業務の対象となる施設については、工事における安定供給を考慮し

て、工事の順序を決定すること。 

 

③ 設計図書の作成 

事業者は、設計業務に関し、表－ 14（P27）に示す図書一式を設計図書として作成すること。 

なお、設計図書は、設計に関して本市に確認を受けた図書を、設計業務完了時に体系的に成果として

とりまとめること。設計図書の様式、部数は、本市と協議を行うこと。 

 

④ 本業務にあたっての留意事項 

事業者は、基本設計図書及び詳細設計図書について照査を行った上で要求性能確認報告書を作成す

ること。 

本業務の技術者は、法的に必要な有資格者及び業務に必要な能力・経験を有する人員を適切に配置

すること。 

 

(3) 工事業務 

本業務は、「(2) 設計業務」により作成した内容に基づく、施設の工事に関する業務である。事業

者は、各種関連法令、工事の安全等に関する指針等を遵守し、構造物・管路・設備の更新改良工事の

品質確保を計画的かつ適切に実施することとし、工事前に設計照査を行うとともに設計図書に基づ

く施工計画書を作成し、本市の承認を得た後に工事に着手する。なお、工事業務の対象は浄水場や配

水池に加えて、公道部の一部の管路整備を含んでおり、事業者はこれらを一体的に実施すること。 

 

① 工事全般 

・事業者は、事前調査業務、設計業務、工事業務及びその他付帯する業務のすべての改良更新業

務を統括し調整を行うため、統括工事責任者を１名配置すること。 

・更新改良業務の工区（真野浄水場の撤去工事を含めた５工区）毎に、工種（土木、機械、電気）

別に監理技術者を 1名配置し、相互に連絡を取り合い、円滑な工事を実施すること。 
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・監理技術者は、工区毎に工場製作・施工期間中において同一の者を配置すること。 

・事業者は、工事管理状況を本市に毎月報告し、本市から要請があれば、施工の事前、施工状況

及び事後説明を行うこと。また、本市は適宜工事現場における施工状況の確認を行うことがで

きるものとする。 

・事業者は、工事関係者及び第三者の安全確保と環境に十分配慮すること。 

 ・使用材料は、新品に限る。ただし、仮設構造物についてはこの限りではない。 

・造成及び埋め戻しに使用する土は、「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」

に規定する土壌安全基準（28 項目）に適合しないものは使用しないこととし、土壌分析等を

行って基準の適合を確認すること。 

・工事の際に施設を損傷した場合は事業者の責任・負担により原状復旧を行うこと。 

 

② 周辺住民への配慮に関する事項 

・事業者は、着工にあたり、近隣住民等の理解と協力を得て円滑な進捗を図ること。 

・本工事に関して本市は説明会等により地元への説明を行うが、それに際し事業者は本市を補

助すること。なお補助する内容は、説明会資料の作成、説明会への出席、現地見学会対応等を

想定している。 

・事業者は、施設の工事期間中に想定される搬出入車両による影響等、周辺環境に与える要因 

について想定し、対策を講じること。 

 

③ 試運転業務 

・試運転は、供用開始に向けて、浄水場全体の機能を総合的に確認するために行い、実負荷試運 

転を基本に、以下の要領で実施すること。なお試運転時は既存施設も同時に浄水処理等を行っ

ているため、実負荷運転は可能な範囲で行うものとする。 

    ・試運転は、既設の浄水処理に影響が出ないように実施すること。 

・試運転業務は、供用開始の６ヶ月前を目安に開始すること。 

・試運転の要領を記載した「試運転計画書」及び「運転操作マニュアル」を試運転開始の 30 

日前までに作成し、本市の承認を得ること。 

・試運転の開始・終了及び既設から新設への運転の切り替え等の重要な作業段階において、実施

手順等について本市の確認を受けること。 

・試運転に要する費用（電力、ガス、薬品、その他の消耗品等）は、原則、事業者が負担する。

ただし、試運転に要する原水は、本市が供給（負担）する。 

・試運転に利用可能な原水水量は以下のとおりとする。 

▸真野浄水場は、現状の水利使用許可最大取水量の 46,500m3/日から、既設浄水施設において

供給に必要な水量を減じた水量とする。 

▸新瀬田浄水場は、現状の水利使用許可最大取水量の 38,074m3/日から、既設浄水施設の半分

の系列において供給に必要な水量を減じた水量とする。 

 ・試運転時間は、原則、午前９時から午後５時までの間に実施するものとする。 

・試運転に際して発生する排水及び排泥は、既存の浄水処理に影響を与えない範囲で、既存の排
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水処理施設を使用することを認める。なお工事期間中の工事に伴う排水等は、事業者自ら、適

切に処理及び処分すること。 

・試運転期間中、故障、不具合等が発生した場合、事業者は自らの責任及び費用負担によりその 

故障、不具合等の改善を行う。 

・試運転に際しては、「試運転計画書」及び「運転操作マニュアル」を用い、現場において本市

職員への研修を行うこと。 

・事業者は、試運転開始後、稼動が安定し、本要求水準書に規定する要求事項に適合し、要求性 

能を達成することを確認できたときは、その旨を本市に書面で報告する。 

・事業者は、試運転終了後、試運転報告書を作成すること。 

 

④ 出来高検査及び完成検査  

本市は、大津市契約規則第 40 条に規定する出来高検査及び完成検査を行うものとする。 

・出来高検査 

出来高検査は年度毎に行う。事業者は、年度毎に出来高検査に必要な書類を作成すること。 

・完成検査 

完成検査は、工事が完了し事業者から工事完了届の提出があったときに行う。事業者は、完成

検査に必要な書類を作成すること。 

 

⑤ 完成図書及び各種申請図書の作成 

事業者は、更新改良業務に関し、表－ 14 に示す図書一式を完成図書として作成すること。 

なお、完成図書は、工事期間中に本市の確認を受けた図書を体系的に成果としてとりまとめるこ

と。完成図書の様式、部数は、本市と協議を行うこと。 

 

⑥ 各種申請等の業務 

事業者は更新改良業務に伴う各種申請等の業務を行うこと。  

 

⑦ その他の各種申請等の支援業務 

事業者は本市が行う認可変更、補助申請書類等の各種申請における添付資料等の作成支援（図面

等の資料提供）を行うこと。 

 

⑧ 工事期間中の対応 

・建設事務所及び資材置場は、事業者の負担により設けること。 

・工事に必要となる電力、ガス、水道等は、事業者自ら調達管理を行うこと。 

・工事期間中の汚水及び雑排水は、事業者の負担と責任により適正処理すること。 

 

⑨ 環境対策 

・省資源に配慮すること。 

・省エネルギーに配慮すること。 
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・温室効果ガスの排出抑制に配慮すること。 

・周辺の生活環境（騒音、振動、臭気、通行等）に配慮すること。 

・周辺の景観に配慮すること。 

 

⑩ イメージアップ対策 

・本市広報業務に協力すること。 

・環境美化に努め、周辺地域とのコミュニケーションに配慮すること。 

 

⑪ その他 

事業者は、「2.7(1)②（イ）業務管理体制」（P50）に準じて、施工時における、盗難、火災等の防

止、労務管理、安全管理、健康管理及び高病原性新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等

対策を適切に行うこと。 

 

(4) その他付帯する業務 

事業者は更新改良業務の実施にあたり、事前調査・設計・工事業務とともに、以下の業務を行うこと。 

 

① セルフモニタリング業務 

事業者は、事前調査・設計・工事業務の実施状況を整理し、要求水準や事業者提案内容の履行状況を

確認して、継続的な業務改善を進めるセルフモニタリング業務を実施すること。 

事業者は自らの提案内容に従い、本事業におけるセルフモニタリングの実施体制、実施内容、実施手

順、実施頻度、実施結果の活用方法等を記載したモニタリング計画書を以下の点に留意して策定し、本

市の承認を得るものとする。 

・業務の実施結果等が要求水準を満足しているか否かを確認できること。 

・事業提案書に記載した実施項目等が的確に実施されているか否かを確認できること。 

 

② 本市との調整業務 

事業者は、施設が設計図書に適合するよう更新改良施設の質の向上に努め、本市の行うモニタリン

グ（工事監理）業務に必要な書類等の提出を行うとともに、本市に対する事前説明、事後報告及び工

事現場での施工状況の説明を行うものとする。提出・説明等にあたっては、本市との定期的なモニタ

リング会議を実施し、提出書類により、事前調査・設計・工事業務の進捗報告や予定等の情報の共有

及び調整を行う。 

各検査の検査結果が要求水準及び提案書の実施項目に達しなかったときは、事業者は、必要な修正

を自己の負担において行うものとし、また修正に伴う検査等の経費についても事業者が負担するこ

と。 

 

③ 提出書類 

事業者は、更新改良業務の実施にあたり、各種計画書、設計図書、完成図書及びモニタリング報告書

等の書類を本市に提出すること。 

事業者が提出する書類の一覧及び提出書類に対する本市の承認又は確認の有無並びに提出時期を表
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－ 14 に示す。 

 

 

表－ 14 提出書類（更新改良業務） 

区分 提出書類*1 
本市 

提出時期 
承認 確認 

全業務共通 全体事業工程表 ○ - 契約後 30 日以内 

事前調査業務 
調査計画書 ○ - 調査開始の 14 日前まで 

調査結果報告書 - ○ 
調査(結果の整理を含む)
完了後 14 日以内 

設計業務 

設計業務計画書（基本設計を含む） ○ - 設計開始の 14 日前まで 

実施設計（基本設計）図書   
設計完了後 14 日以内 

基本設計報告書 ○ - 

実施設計（詳細設計）図書   

設計完了後 14 日以内。 
対象施設について、施工
開始の 14 日前まで 

 詳細設計図（図面、特記仕様書含む） ○ - 

 完成予想図 ○ - 

 設計計算書（水理計算書・構造計算書含む） ○ - 

 工事施工計画書（仮設計画含む） ○ - 

 工事費内訳書 - ○ 

 数量計算書（拾い図含む） - ○ 

 要求性能確認報告書 - ○ 

 官公庁手続き書類 - ○ 

工事業務 

施工計画書 ○ - 施工開始の 14 日前まで 

工事用材料使用承諾願 ○ - 使用開始の 14 日前まで 

試運転計画書 ○ - 
試運転開始の 30 日前ま
で 

運転操作マニュアル ○ - 

出来高検査に必要な書類 - ○ 
検査の 14 日前まで。 
各事業年度終了日の 60
日前まで 

事業者による完了検査等の本市への通知書 - ○ 検査の 14 日前まで 

完成検査に必要な書類 - ○ 検査の 14 日前まで 

完成図書   
施工完了後 30 日以内 

 検討書、計算書 - ○ 



 

28 

 

区分 提出書類*1 
本市 

提出時期 
承認 確認 

 竣工図（完成図） - ○ 

 工事報告書 - ○ 

 工事精算書 - ○ 

 工事写真（完成写真含む） - ○ 

 工事関係図書（保証書含む） - ○ 

 設備仕様書、設備概要説明書類 - ○ 

 カタログ、サンプル - ○ 

 試運転報告書 - ○ 

各種申請図書   － 

 建築確認申請図書 - ○ 
申請の７日前まで 

 
その他各種申請図書 - ○ 

水道法第 22 条の 3に定める水道施設台帳 - ○ 試運転完了後 30 日以内 

セルフ 
モニタリング 

モニタリング計画書 ○ － 

事前調査・設計業務は
各々開始の 14 日前ま
で。 
工事業務は開始の 30 日
前まで。 

モニタリング報告書 － ○ モニタリング会議時 

注）*1 本表に示す書類の他、更新改良業務を進める上で他の書類が必要になった場合、 

協議の上、当該書類を作成する。 
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2.3 真野浄水場更新改良業務 

(1) 業務の内容 

真野浄水場更新改良業務の対象施設は真野取水場及び真野浄水場とする。 

真野浄水場は既存系統の浄水施設を運用しながら耐震補強を実施することは困難であることから、

新系浄水施設に更新及び増設する。 

更新改良施設は表－ 15 のとおりとし、一般平面図を別紙 5に示す。 

 

表－ 15 真野浄水場更新改良施設 

場所 対象 対応方法 名称・範囲 

真野 

取水場 

構造物 

・管路 

劣化補修 

（A） 

取水井 

 

設備 

 

更新及び 

改良（B） 

取水ポンプ及び受変電設備、運転操作設備、計装設備、監

視制御設備、取水流量計 

撤去 更新及び改良（B）によって発生するもの 

真野 

浄水場 

 

 

構造物 

・管路 

更新 

（C） 

着水井、粉末活性炭接触池、急速撹拌池、フロック形成池、

薬品沈殿池、急速ろ過池、連絡管廊、場内配管、電動弁室 

耐震補強

及び劣化

補修（D） 

排水池、排泥池、濃縮槽*1、排水処理設備に関連する連絡

管廊（共同溝） 

劣化補修 

（E） 
管理本館（設備更新に起因する床補修や壁補修等を含む） 

増設（F） 濃縮槽 

設備 

更新及び 

改良（G） 

更新(C)、耐震補強(D)によって必要となる設備及び受変電

設備、運転操作設備、計装設備、監視制御設備、送水流量

計、薬品注入設備等 

新設（H） 増設（F）によって必要となる設備 

撤去 
更新（C）、耐震補強（D）、更新及び改良（G）によって発

生するもの 

注）更新、耐震補強及び増設によって必要となる設備を含め、整備する設備のリストを別紙 9 に示す。 

  *1：既設の濃縮槽は耐震診断のみを実施する。掻き寄せ機が支障となるため、耐震補強（耐震補強

設計を含む）は行わない。 
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(2) 浄水処理方式 

真野浄水場における浄水処理方式は、既設と同様に、「粉末活性炭＋凝集沈殿＋急速ろ過」とする。 

なお浄水フローについて、以下に示すものは現状のものであり、薬品の注入位置を含めて事業者提

案とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 1 浄水フロー（真野浄水場（真野取水場含む）） 

 

真野浄水場における浄水処理の前提条件として、原水の水質想定条件（最大値）を以下に示す。 

 

① 原水の臭気物質の想定条件（最大値） 

・Geosmin   ：300 ng/L 

・2－MIB   ：100 ng/L 

・ウログレナ ： 30 群体/ｍL 

② 原水の濁度の想定条件（最大値） 

・濁度       ：400 度（24 時間継続） 

  

真野取水場 場外

前次亜塩素酸ナトリウム

取水井 　硫酸 粉末活性炭 PAC

取水ポンプ 着水井
粉末活性炭
接触池

急速
撹拌池

フロック
形成池

中間次亜塩素酸ナトリウム 後次亜塩素酸ナトリウム

薬品
沈殿池

急速
ろ過池

浄水池
送水

ポンプ
真野低区配水池

仰木低区配水池

排水池 排泥池 濃縮槽 濃縮槽 脱水機

黒色：既設流用

赤字：更新対象(構造物及び設備)

青字：増設対象(構造物及び設備)

緑色：耐震補強及び劣化補修対象(構造物)

橙色：劣化補修対象(構造物)

空色：耐震診断のみ実施(構造物)

※黒及び緑の枠内の赤字は更新対象の設備を示す。

※施設間の矢印は施設間の繋がりを示しており、更新改良の有無を示しているものではない。

真野浄水場

　　　ケーキ（搬出）

排水
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(3) 要求水準 

 

表－ 16 真野取水場更新改良業務の要求水準 

項 目 要 求 水 準 

○劣化補修 

取水井 

ア 取水井は、参考資料を参考にして、劣化補修すること。 

イ 真野取水場においては、雨水以外の取水井滞留水、汚水を排水できないこと

に留意すること。 

○更新及び改良 

機械設備 

ア 既設躯体を利用し取水ポンプ４台を更新すること。 

イ １台停止時においても、計画取水量48,000m3/日（0.556m3/s）が取水可能な

ポンプ構成とすること。なお取水ポンプ設置時は現在の水利権水量である

46,500m3/日（0.539m3/s）以内での取水となるほか、事業期間中に複数回の

水利権の更新を迎えるため、各期の水利権水量を超過しない対策を講じるこ

と。なお、既設取水ポンプは４台の内、２台がインバータ制御による可変速

運転が可能となっているので留意すること。 

電気設備 

ア 受変電設備（受電は２回線）の更新を行うものとする。 

  受変電設備の仕様については、後述する真野浄水場を参照とする。 

イ 機械設備の更新と整合した、運転操作設備の更新を行うものとする。 

 運転操作設備の仕様については、後述する真野浄水場を参照とする。 

ウ 自動運転・制御に必要な計測項目、水質監視等の連続監視を行うために計装

設備を設置すること。計装項目及び形式は事業者提案とし、適切な場所で計

測するものとすること。 

  計装設備の仕様については、後述の真野浄水場を参照とする。 

エ 必要な信号を真野浄水場設置の監視制御設備に取り込むものとする。 

  監視制御設備の仕様については、後述の真野浄水場を参照とする。 
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表－ 17 真野浄水場更新改良業務の要求水準 

項 目 要 求 水 準 

○更新並びに設備の更新及び改良、新設 

浄水処理施設

全体 

ア 原水の水質想定条件に対して、要求水準を安定して確保できる浄水処理施設

とすること。 

イ 浄水処理施設は原則として複数系統とし、清掃、点検、補修、修繕及び設備

の更新改良時においても、常時計画浄水量を処理できる構成とすること。 

ウ 非常時において浄水処理が停止した場合、早期に復旧できる工夫を行うこ

と。 

エ 各施設において、空水にできない箇所を設けないようにすること。 

オ 各施設の排水汚泥管は自然流下で排水処理施設に移送可能なものとするこ

と。 

着水井 

ア １池停止時においても計画浄水量が処理可能な施設構成とすること。 

イ 後段の浄水処理に影響を及ぼさないよう、適切な対策を講じること。 

ウ 取水量を計測し、薬品及び活性炭注入量制御に利用する流量計を設置するこ

と。 

粉末活性炭 

接触池 

 

ア 原水におけるカビ臭物質、ウログレナ等による臭気の発生等の対応を目的に

設置するものであり、これらに対して要求する浄水水質が得られる施設とす

ること。 

イ 粉末活性炭貯蔵槽、攪拌設備及び注入機等は既設を利用し、粉末活性炭接触

池及び注入配管を整備すること。 

ウ 粉末活性炭接触池は原水の臭気物質等を十分に吸着できるよう接触時間を設

けること。 

エ 粉末活性炭接触池の構造、接触方法、接触時間及び粉末活性炭の種類、注入

場所等は事業者提案とする。 

オ 活性炭はJWWA K113に適合したもの、又は水道施設の技術的基準を定める省

令（平成12年厚生省令第15号）第1条第16号を満足したものとすること。 

カ 排水は排泥池へ移送できるよう排水管を設置すること。また、管廊等を設置

し、維持管理性に配慮して、自然流下により排泥すること。 

急速撹拌池・

フロック形成

池 

ア 各池の構造、攪拌方法、滞留時間等については事業者提案とし、以下の要求

を満足すること。 

イ 急速撹拌池及びフロック形成池は２池以上とする。ただし、保守、清掃、機

器更新等の維持管理のために、いずれの１池を停止させても計画浄水量が浄

水処理できる構造とすること。 

ウ それぞれの池の前段・後段に連通水路を設ける場合、保守、清掃等の維持管

理業務が可能となるよう、各池や水路にゲートを設置するなど工夫するこ

と。ゲート維持管理用の角落しなども考慮する。また、越流、排泥設備を設

けること。 
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エ 撹拌方法は事業者提案とする。また、定期的な清掃、保守点検、更新等が容

易な構造とすること。 

凝集沈澱池 

ア 池の構造や凝集沈澱方式、滞留時間等については、事業者提案とし、以下の

要求を満足すること。 

イ 池数は４池以上とする。 

ウ それぞれの池の前段・後段に連通水路を設ける場合、保守、清掃等の維持管

理業務が可能となるよう、各池や水路にゲートを設置するなど工夫するこ

と。ゲート維持管理用の角落しなども考慮する。また、越流、排泥設備を設

けること。 

エ 適切に排泥できるよう、排泥設備を設置すること。排泥設備は、定期的な清

掃、保守点検、更新等が容易な構造とすること。 

オ 沈降汚泥は排泥池へ送泥すること。また、管廊等を設置し、維持管理性に配

慮して排泥管、排泥弁等を設置し、自然流下により排泥すること。 

薬品注入設備 

ア 浄水処理等に必要なポリ塩化アルミニウム、希硫酸、次亜塩素酸ナトリウム

の薬品の注入位置、注入量、注入方式、機器仕様並びに薬品の使用・保管に

おける安全対策等は事業者提案とする。 

イ 薬品は水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15号）第１

条16を満足する薬品を使用すること。 

ウ 薬品注入量を精度よく計測、記録できること。 

エ 原水pHに対し、pH調整剤を適切に自動制御できる設備を設置すること。 

オ 薬品の漏洩検知や無注入検知、その他の異常を自動的に検知できる機能を有

すること。 

カ 薬品注入設備は、予備機を設けること。 

キ 薬品貯蔵量について、凝集剤は計画浄水量に平均注入率を乗じた量の30日分

とし、それ以外は10日分とすること。 

ク 薬品貯蔵設備は、薬品種別ごとに２槽以上設置すること。なお、次亜塩素酸

ナトリウム貯蔵槽については、健全性の確認ができれば、更新対象としない

ことを認める。 

ケ 薬品貯蔵設備は、防液堤を設置するとともに、その耐薬品塗装等の対策、排

液方法も考慮すること。 

コ 薬品の保管場所は事業者提案とするが、次亜塩素酸ナトリウムは温度管理が

可能な換気性・耐火性・耐震性の高い屋内を原則とすること。 

サ 塩素剤の保管において、空調設備にて適切な温度管理を行うこと。 

シ 貯蔵設備や注入配管において、異なる薬品が混触しないような構造や配置と

すること。 

ス 薬品漏液時に中和等の措置を講じることができる施設構成とすること。 

セ 注入管路は、維持管理が容易となるよう配慮するとともに、管路内の固形物

析出等に対応するため、更新し易い管種、配管経路とすること。 
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ソ 健康を害する薬品を取り扱う場合は、設備近辺に注意喚起の表示を行うと共

に洗顔器、パニックシャワーなどの設備を設置すること。 

タ 搬入スケジュールや車両形状を想定した薬品調達計画を立案すること。 

チ ポンプの1次側及び2次側の配管は、配管の目詰まりを考慮し、2系統の配管と

する。また、トラフあるいはピット内に設置するなど、配管破損時の薬液漏

洩対策を考慮すること。 

急速ろ過池 

ア 池の構造やろ材、制御方式、洗浄方式等の仕様については、事業者提案と

し、以下の要求を満足すること。 

イ 池数は全体の２／３以上が常時利用可能な構成とすること。なお、１池停止

時においても計画浄水量が処理可能な施設とすること。また、自己逆洗タイ

プの砂ろ過を提案する場合は自己保有水のみで逆洗が行えるよう、池構成あ

るいは浄水渠容量を配慮した設計とすること。 

ウ 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に準拠した対策を行うこ

と。 

エ 浄水場の運転維持管理のために、ろ過池の前段もしくは後段に流量計等を設

け、ろ過流量が把握できる構造とすること。 

オ 管廊、越流、排水設備等を設置し、維持管理性に優れた施設とすること。 

カ 逆洗排水は排水池へ移送できるよう排水管を設置すること。また、維持管理

性に配慮して、自然流下により排水すること。 

キ 機器更新に配慮するとともに、ゲート類は更新対応型の機器を採用するこ

と。 

ケ ろ過速度は常時120m/日で設計し、施設や設備の大規模修繕及び更新改良等の

非常時に150m/日程度までの水処理が可能で十分余力を持った施設とするこ

と。 

送水設備 

ア 真野低区及び仰木低区配水池への送水流量を調整する送水流量調整弁を設置

すること（送水流量調整弁の位置・機能等について、別紙７に示す）。 

イ 流量調整弁は、送水量や必要揚程の変動に対し、キャビテーションなどが生

じない機種とすること。 

ウ 送水流量を把握できるよう流量計を設けること。仰木低区配水池系の流量計

については、逆流流量も計測可能なものとすること。 

エ 送水流量調整弁、流量計は保守、清掃等の維持管理業務が可能となるよう、

バイパスを設置するなど工夫すること。 

オ 既設送水ポンプ４台の内１台がインバータ制御による可変速運転が可能とな

っているので留意すること。 

カ 真野浄水場の浄水池には、越流管が設置されていないため、水運用を誤ると

甚大な影響があるため、設備切替時等における浄水池の運用には十分留意す

ること。 

キ 将来の送水ポンプ更新時の考慮した管路整備を行うこと。 
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受変電設備 

ア 受電方式は6.6kV、高圧２回線受電方式とし、予備回線への切替が可能な構成

とする。 

イ 使用電圧は、原則として高圧６kV、3.3kV、低圧400V、200V、100Vとする。 

ウ 高圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1425、JEM-1225に準拠すること。 

エ 低圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1265に準拠すること。 

オ 引込柱以降は、原則、地中配線とすること。また、将来の更新等に備え、予

備配管を設置するとともに、将来の送水ポンプ低圧化に配慮すること。 

カ 変圧器はモールド式とし、動力変圧器、建築動力変圧器、建築照明変圧器を

設置すること。 

キ 高圧遮断器の形式は真空遮断器（VCB）とすること。また、低圧遮断器の形式

は配線用遮断器（MCCB）とすること。必要に応じて漏電遮断器(ELCB)の採用

も検討すること。 

ク 主変圧器（事業者の必要容量とする。）はトップランナー変圧器を採用し盤

内に収納すること。 

ケ 改築、増設、既設の容量を踏まえた、設備容量選定を行うこと。 

コ 監視制御（計装）設備用電源として無停電電源装置を設けること。 

サ 遮断器の操作用電源として、直流電源装置を設けること。 

シ 遮断機（VCB）を内蔵する接続連絡施設を設置し、非常用高圧発電機のコネク

タ接続・切替が可能な構造とすること。 

ス 緊急時に24時間365日即応対のとれる製造業者の製品であること。 

セ 平成14 年度以降の公称能力10,000m3/日以上の規模を有する急速ろ過方式の

上水道の浄水場施設の納品実績のある製造業者の製品であること。 

運転操作設備 

ア 低圧電動機回路の開閉装置は、コントロールセンタ＋補助継電器盤方式もし

くは、動力制御盤方式とすること。 

イ 負荷のシーケンス制御方式は、負荷の種類に応じて、リレー方式、PLC方式を

使い分けること。 

ウ コントロールセンタは、JEM-1195に準拠し、インバーター盤、動力制御盤は

JEM-1265、1460に準拠するとともに、制御電源方式は原則個別電源方式とす

ること。 

エ 屋外盤を適用する場合、材質はSUS製とし、外面は二重構造とし、必要に応じ

て操作性、視認性を考慮し、タッチパネルを採用すること。 

オ 配電盤については、受変電設備に示す保護構造とすること。 

カ 運転操作設備においては、受変電設備の項「ス」、「セ」に準拠すること。 

計装設備 

ア 自動運転・制御に必要な計測項目、水質監視等の連続監視を行うために設置

すること。計装項目及び形式は事業者提案とし、適切な場所で計測するこ

と。 

イ 特に重要な監視及び制御などに使用する機器については二重化すること。 

ウ 各計測値は監視制御設備で監視すること。 
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エ 計装設備は保護装置などで安全対策を講じること。 

オ 計器の設置場所・据付方法は維持管理性を考慮すること。 

カ 雷害対策は事業者提案とする。 

監視制御設備 

ア 監視制御設備は、伝送機能を有したコントローラを設けること。（方式・台

数・スペックは事業者の提案とする） 

イ 監視制御装置は冗長化を行い二重化システムとすること。なお、CPU・電源

部・制御LANは冗長化の対象とし、それ以外は事業者提案とする。 

ウ プラント監視制御、帳票管理、データ蓄積、トレンド監視、状態・故障履

歴、需要予測、水安全計画支援などの機能を有すること。 

エ 監視制御設備への取り込み機場は、真野浄水場（真野取水場を含む）、真野

低区配水池、仰木低区配水池とし、浄水管理センターシステム、加圧系シス

テム（以下、既存システムという。）への取込みは、並立もしくは刷新する

かは事業者提案とするが、既存システムの運用や保守に悪影響を与えないも

のとすること。 

オ 維持管理に必要なITVカメラの増設を行うこと。 

カ 真野浄水場と同様の設備を浄水管理センター内に設置し、原則として、既存

システムが有する機能を満足すること。 

キ 既存システム機能については、データ入力による活用は妨げない。 

ク 監視制御設備においては、受変電設備の項「ス」、「セ」に準拠すること。 

ケ 監視制御設備においては将来広域化等の拡張を見据え、マルチベンダ対応に

配慮した構成であること。 

連絡管廊 

（共同溝） 

ア 維持管理に配慮した大きさとすること。 

イ 管廊内の排水は基本的に自然流下で排水処理できる施設とし、床排水ポンプ

等の機械設備は極力少なくし、環境負荷の低減に配慮するとともに、維持管

理性に優れた施設とすること。 

場内配管 

（屋内配管を

含む） 

ア 浄水施設新設に伴う土木工事の支障となる場内導水管及び送水管を公道に移

設すること。 

イ 企業局が別途工事で実施する導水管布設替工事及び配水本管布設工事との接

続を考慮した管路整備を行うこと。 

電動弁室 ア 維持管理に配慮した大きさや構造とすること。 

場内整備 

（応急給水設

備を含む） 

ア 維持管理における人や車両の動線を想定して、場内道路を整備すること。 

イ 震災時等に利用するため、給水車へ補給するための応急給水設備を1基設置

し、住民が応急給水に利用可能な消火栓を２基設置すること。なお応急給水

設備及び消火栓の設置場所については事業者提案とする。 

ウ イへの給水は、浄水池からポンプにより行うこと。 

エ 雨水、汚水を適切に排水することができる排水施設を整備すること。 

オ 維持管理のための散水栓及び消火栓を適所に設置すること。 

カ 施設及び場内全体が監視できるよう、ITV監視設備を適切に設置すること。 



 

37 

 

キ 夜間等における施設の維持管理を考慮して、外灯を設置すること。ただし、

近隣地区（美空団地）への光害に配慮すること。 

ク 場内通行の安全を確保するため、必要箇所にカーブミラー等を設置するこ

と。 

ケ 浄水場南側にある小山（該当面積は約1,600m2）は撤去し、工事車両の動線等

の確保とともに、運転維持管理に資するよう、適切な場内整備を行うこと。 

仮設道路等 

ア 工事車両の動線確保のため、仮設道路及び仮設門扉を適切な場所に設置する

こと。ただしフェンス等を一時的に取り外した場合は、工事終了後に、元に

戻すこと。なおフェンス等に経年劣化が激しく、既設フェンス等の再設置が

困難な場合は、事業者負担にて、新設フェンスを設置すること。色合いや種

類等については、既設との調和を考慮し、選定すること。 

見学施設 

ア 見学者が安全かつスムーズに見学できるよう、見学者向けの案内表示（当該

施設の説明を含む。）を見学者コース等に設置すること。 

イ 高齢者や障がい者等の見学者が安全に見学できるようバリアフリーにも配慮

すること。ただし浄水処理施設全体において車椅子による見学は想定してい

ない。 

ウ 見学者が危険箇所に進入しないよう、適切な防止策を講じること。 

エ イメージアップ対策については事業者提案とする。 

○耐震補強及び劣化補修 

排水池、排泥

池、濃縮槽、

排水処理設備

に関連する連

絡管廊（共同

溝） 

ア 耐震補強対象施設は、事業者にて耐震診断及び耐震補強設計を行い、必要な

範囲について、耐震補強を行うこと。なお耐震診断の結果、耐震補強が不要

となった場合においても、設備等については取外し、更新すること。 

イ 既設の濃縮槽は耐震診断のみを実施し、耐震補強は行わない。 

ウ 劣化補修については、参考資料を参考にして内容にて行うこと。 

エ 排水池、排泥池、濃縮槽の劣化補修及び修繕等の運転維持管理ができるよ

う、排水処理設備を改良すること。 

○劣化補修 

管理本館 ア 管理本館の外壁塗装は、参考資料を参考にして、劣化補修すること。 

○増設 

濃縮槽 ア 増設する濃縮槽のみで必要容量が確保できるようにすること。 

○撤去 

撤去対象施設 

ア 撤去対象施設（着水井、粉末活性炭接触池、急速撹拌池、フロック形成池、

薬品沈殿池、急速ろ過池、連絡管廊、場内配管、電動弁室、防災倉庫、給水

車車庫及び倉庫）について、「2.2(2)②施設の要求水準（共通）」（P20）に

基づき、計画的かつ適切に撤去すること。 

イ 防災倉庫及び倉庫に格納されている備品類のうち、必要とするものは市の指

示する場所に移動させること。不要品については事業者が処分することとす

るが、リサイクルに伴う収入については事業者の収入とする。 
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2.4 新瀬田浄水場更新改良業務 

(1) 業務の内容 

新瀬田浄水場においては、既存系統の浄水施設を半系列を停止することが可能であることから、半

系列を停止して耐震補強を行う。ただし、構造物や配管の構成上、半系列の停止が困難で全系列を停

止せざるを得ない施設については、仮設設備を設置し、対応するものとする。 

更新改良施設は以下のとおりとし、一般平面図を別紙 5に示す。 

 

表－ 18 新瀬田浄水場更新改良施設 

場所 対象 対応方法 名称・範囲 

新瀬田 

浄水場 

構造物 

・管路 

耐震補強

及び劣化

補修（I） 

フロック形成池、薬品沈殿池、急速ろ過池、連絡管廊、活

性炭ろ過池（増設部を除く） 

劣化補修 

（J） 
取水井、分水井、混和池 

設備 
更新及び 

改良（K） 

耐震補強(I)によって必要となる設備、急速撹拌機及び薬

品注入設備 

撤去 耐震補強（I）、更新及び改良（K）によって発生するもの 

注）耐震補強によって必要となる設備を含め、整備する設備のリストを別紙 9に示す。 

 

(2) 浄水処理方式 

新瀬田浄水場における浄水処理方式は既設と同様に、「凝集沈殿＋急速ろ過＋粒状活性炭」とする。 

なお新瀬田浄水場については耐震補強が主業務であることから、薬品の注入位置を含めて、浄水処

理フローについては現状と同じとする。以下に既設の浄水フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 2 浄水フロー（新瀬田浄水場） 

場外

前次亜塩素酸ナトリウム

取水井 　硫酸 PAC

取水ポンプ 分水井 混和池
フロック
形成池

稲津加圧
ポンプ場

中間次亜塩素酸ナトリウム 後次亜塩素酸ナトリウム
瀬田加圧
ポンプ場

薬品
沈殿池

急速
ろ過池

活性炭
ろ過池

塩素混和池 浄水池
送水
ポンプ

一里山配水池

排水池 排泥池 濃縮槽 脱水機 ケーキ（搬出）

黒色：既設流用

赤字：更新対象(設備)

緑色：耐震補強及び劣化補修対象(構造物)

橙色：劣化補修対象(構造物)

※緑の枠内の赤字は更新対象の設備を示す。

※施設間の矢印は施設間の繋がりを示しており、更新改良の有無を示しているものではない。

膳所浄水場から汚泥搬入

新瀬田浄水場
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新瀬田浄水場では工事期間中、仮設設備を設置して浄水処理を行うことを想定しているが、その際

の浄水処理の前提条件として、原水の水質想定条件（最大値）を以下に示す。 

 

① 原水の臭気物質の想定条件（最大値） 

・Geosmin   ：300 ng/L 

・2－MIB   ：100 ng/L 

・ウログレナ ： 30 群体/ｍL 

② 原水の濁度の想定条件（最大値） 

・濁度       ：100 度（24 時間継続） 

 

(3) 要求水準 

 

表－ 19 新瀬田浄水場更新改良業務の要求水準 

項 目 要 求 水 準 

○耐震補強及び劣化補修 

フロック形成

池、薬品沈殿

池、急速ろ過

池、連絡管

廊、活性炭ろ

過池（増設部

を除く） 

ア 耐震補強対象施設は、事業者にて耐震診断及び耐震補強設計を行い、必要な

範囲について、耐震補強を行うこと。なお耐震診断の結果、耐震補強が不要

となった場合においても、設備等については取外し、更新すること。 

イ 耐震補強に伴い、支障となる現場操作盤等の取り扱いは、事業者提案とする

が、取外し・再設置も可能とする 。 

ウ 劣化補修については参考資料を参考にして行うこと。 

○劣化補修 

取水井、分水

井、混和池 

ア 取水井、分水井、混和池は、参考資料を参考にして劣化補修を行うこと。 

○設備の更新及び改良 

浄水処理設備

全体 

ア 原水の水質想定条件に対して、要求水準を安定して確保できる浄水処理設備

とすること。 

混和池急速撹

拌池 

（設備） 

ア 急速攪拌機の仕様は事業者提案とする。また、定期的な清掃、保守点検、更

新等が容易な構造とすること。 

フロック 

形成池 

（設備） 

ア 耐震補強及び劣化補修に際し、既存機械設備は影響を受けるため、以下の設

備については更新すること。なお、配管及びケーブルラックの更新範囲は支

障部分のみとする。ケーブルについては起点～終点までの一式を更新するこ

と。 

①圧送管、②返送管、③汚泥引抜管、④洗浄管、⑤薬品注入管、⑥床排水ポ

ンプ盤、⑦分流弁流入管、⑧電気ケーブル、⑨ケーブルラック等 
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イ 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。 

①緩速撹拌機、②サンプリングポンプ 

薬品沈殿池

（設備） 

ア 耐震補強及び劣化補修に際し、既存機械設備は影響を受けるため、以下の設

備については更新すること。なお、配管更新範囲は支障部分のみとする。 

①圧送管、②傾斜板、③汚泥掻寄機、④池内配管 

イ 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。 

①傾斜板沈降装置、②汚泥掻寄機、③沈殿池流出トラフ、④汚泥引抜促進 

弁、⑤汚泥引抜弁、⑥沈殿池排水ポンプ、⑦サンプリングポンプ 

ウ 傾斜板沈降装置は、耐震フレーム型の装置を採用すること。 

薬品注入設備 

（設備） 

ア 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。なお、事業期間

中、事業者の適切な維持管理により既存設備の健全度が確保できると想定さ

れる場合は、既存設備を維持し継続使用することを認めるが、故障等不具合

発生時の対応については、本業務の修繕とは別に事業者の責により対応する

こと。 

①ＰＡＣ注入ポンプ、②硫酸注入ポンプ、③次亜注入ポンプ、④ＰＡＣ流量

計、⑤硫酸流量計、⑥次亜流量計、⑦ＰＡＣ貯留槽、⑧硫酸貯留槽、⑨次亜

貯留槽、⑩薬品注入設備制御盤 

急速ろ過池

（設備） 

ア 耐震補強及び劣化補修に際し、既存機械設備は影響を受けるため、以下の設

備については今回更新すること。なお、配管更新範囲は支障部分のみとす

る。 

①圧送管、②排水管、③水処理用ろ材、④有孔ブロック 

イ 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。 

① ろ過池（ろ材、下部集水装置、トラフ、洗浄装置）、②ろ過池流入ゲー 

ト、③浄水流出ゲート、④排水ゲート、⑤捨水弁、⑥表洗弁、⑦表洗用減圧

弁、⑧逆洗補給水弁、⑨ろ過流量計、⑩サンプリングポンプ 

ウ ゲート類は、原則として、更新対応型の機器を採用すること。 

活性炭ろ過池

（設備） 

ア 耐震補強及び劣化補修に際し、既存機械設備は影響を受けるため、以下の設

備については更新すること。なお、配管更新範囲は支障部分のみとする。 

①圧送管、②圧力管、③活性炭ろ過流入管、④排水洗浄管、⑤水処理用ろ

材、⑥有孔ブロック 

イ 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。 

①ポンプ、②ろ過池（ろ材、下部集水装置、トラフ、洗浄装置）、③逆洗補

給水弁、④ろ過池流入ゲート、⑤排水ゲート、⑥捨水弁、⑦表洗弁 
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ウ ゲート類は、原則として、更新対応型の機器を採用すること。 

排水処理施設 

（設備） 

ア 以下の機器について更新を行うこと。更新機器型式は、事業者提案とするが

電気設備の改造等が必要な場合は本工事にて対応すること。なお、更新と同

等程度の性能や機能維持が補償される場合は、分解整備等による対応も可能

とするが、故障等不具合発生時の対応については、既存施設の補修・修繕業

務とは別に事業者の責により対応すること。 

①返送ポンプ、②濃縮槽汚泥掻寄機、③放流ポンプ（放流先は下水）、④排

泥池送泥ポンプ、⑤排水池放流ポンプ 

連絡管廊 

（設備） 

ア 耐震補強及び劣化補修に際し、既存機械設備は影響を受けるため、以下の設

備については更新すること。なお、配管及びケーブルラックの更新範囲は支

障部分のみとする。ケーブルについては起点～終点までの一式を更新するこ

と。 

①圧送管、②薬品注入管、③照明器具、④電気ケーブル、⑤ケーブルラック

等 

イ 更新機器型式は、事業者提案とする。 

管理棟 

（建築機械） 

ア 昇降装置（エレベーター）１基を更新すること。 

電気設備 

ア 更新される機械設備に対し、必要に応じ電源、制御回路、監視制御に関する

既設電気設備の機能増設の変更を行うこと。ただし、既設電気設備が流用可

能であれば、既設流用を可能とする。 
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2.5 仰木低区配水池更新改良業務 

(1) 業務の内容 

仰木低区配水池においては、まず増設用地に 8,000m3 の配水池及び送水ポンプ室を築造する。次

に、既設の 3,150m3 の配水池を耐震補強する。 

更新改良施設は以下のとおりとし、一般平面図を別紙 5に示す。 

 

表－ 20 仰木低区配水池更新改良施設 

場所 対象 対応方法 名称・範囲 

仰木低区 

配水池 

構造物 

・管路 

更新（L） 送水ポンプ室（雨水排水施設を含む） 

耐震補強

及び劣化

補修（M） 

配水池 3,150m3 

増設（N） 配水池 8,000m3 及び応急給水設備 

設備 

更新及び 

改良（O） 

更新（L）、耐震補強(M)によって必要となる設備及び配水

流量計、緊急遮断弁 

新設（P） 増設(N)によって必要となる設備 

撤去 
更新（L）、耐震補強（M）、更新及び改良（O）によって発

生するもの及び敷地内アスファルトスロープ 

  

 

(2) 要求水準 

表－ 21 仰木低区配水池更新改良業務の要求水準 

項 目 要 求 水 準 

○更新 

送水ポンプ室 

ア 送水ポンプ室を築造すること。 

イ 送水ポンプ室から自然流下で排水できるように、場外にある雨水枡と排水管

で接続すること。なお管種及び工法は事業者提案とする。 

○耐震補強及び劣化補修 

配水池 

3,150m3 

ア 仰木低区配水池3,150m3は、事業者にて耐震診断及び耐震補強設計を行い、必

要な範囲について、耐震補強を行うこと。 

イ 劣化補修については、参考資料を参考にして行うこと。 

ウ 耐震補強及び劣化補修時に支障となる設備等がある場合は、必要に応じて取

外し、再設置すること。取外した設備を再設置することが、当初の機能を満

足しないと考えられた場合は、事業者負担にて、同様の設備を設置するこ

と。 

エ 耐震補強時の増厚等により、現行容量3,150m3から減少することは認めるが、

可能な限り配水池容量を確保すること。 

オ 仰木低区配水池3,150m3は停止することができないため、耐震補強及び劣化補

修は増設配水池8,000m3が完成した後に実施すること。 
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○増設 

配水池 

8,000m3 

ア 8,000m3の容量の配水池を築造し、２池構造とすること。 

イ 構造形式は事業者提案とする。 

場内配管 

ア 前述の共通事項を参照する。 

イ 本事業により、真野浄水場と仰木低区配水池の間の給水区域は送配水兼用と

なるため、これを可能とする場内配管とすること。 

場内整備 

ア 増設配水池側に応急給水用の取り出し口を設け、地上式消火栓を1基設置する

こと。L.W.L.までの貯留水を応急給水に利用するため、動力源はポンプとす

ること。 

○設備の更新及び改良、新設 

機械設備 

ア 予備機を確保した状態において、仰木高区配水池へ4,800m3、仰木第一配水池

へ1,000m3を少なくとも20時間で送水できるポンプ設備を設置すること。なお

送水ポンプの台数は、原則、仰木高区配水池送りが３台（内１台予備）、仰

木第一配水池送りが２台（内１台予備）としているが、送水ポンプの能力、

台数は前述の内容や実揚程、管路損失等を考慮して決定すること。 

イ 増設する配水池に緊急遮断弁を設置すること。なお遮断池を１池（4,000m3）

もしくは２池（8,000m3）に変更できるよう、バイパス管を整備すること。 

電気設備 

ア 受電方式は6.6kV、高圧受電方式とする。 

イ 使用電圧は、原則として高圧６ｋV、低圧200V、100Vとする。 

ウ 高圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1425、JEM-1225に準拠すること。 

エ 低圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1265、1460に準拠すること。 

オ 引込柱以降は、原則、地中配線とすること。 

カ 変圧器はモールド式とし、動力200V変圧器、100V変圧器を設置すること。 

キ 高圧遮断器の形式は真空遮断器（VCB）とすること。また、低圧遮断器の形式

は配線用遮断器（MCCB）とすること。必要に応じて、漏電遮断器(ELCB)の採

用も検討すること。 

ク 主変圧器（事業者の必要容量とする。）はトップランナー変圧器を採用し、

盤内に収納すること。 

ケ 監視制御（計装）、操作用バックアップ電源として汎用UPSを設けること。 

コ 自家発電設備は、既設を移設し流用する。（試験、容量確認作業を含む。） 

サ 遮断機（VCB）を内蔵する接続連絡施設を設置し、非常用高圧発電機（上記の

コとは別）のコネクタ接続・切替が可能な構造とすること。 

シ 配水池増設、緊急遮断弁の追加に伴い、必要となる運転操作設備、計装設備

を設けるものとする。 

ス 自動運転・制御に必要な計測項目等の連続監視を行うために計装機器を設置

すること。計装項目及び形式は事業者提案とし、適切な場所で計測するもの

とすること。計装設備の仕様については、前述する真野浄水場を参照とす

る。 
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セ 必要信号を真野浄水場に伝送すること。また、浄水管理センターにおいて遠

隔監視制御が可能とすること。なお、既存システムのへの取込み、並立、若

しくは刷新については、事業者提案によるものとする。 

ソ ITV監視については、別途本市にて設置し、既設ITV監視システムに取り込む

ものとする。 

タ 仰木低区配水池の流入管及び流出管に流量計を設置すること。流量計は双方

とも逆流流量を計測可能なものとすること。 
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2.6 真野低区配水池更新改良業務 

(1) 業務の内容 

真野低区配水池における耐震化の実施については、2系列のうち、1系列を停止し耐震補強実施し

た後、もう一方の配水池を耐震補強する。 

更新改良施設は以下のとおりとし、一般平面図を別紙 5に示す。 

 

表－ 22 真野低区配水池更新改良施設 

場所 対象 対応方法 名称・範囲 

真野低区 

配水池 

構造物 

・管路 

耐震補強

及び劣化

補修（Q） 

配水池 8,000m3 

設備 
更新及び 

改良（R） 
耐震補強(Q)によって必要となる設備及び緊急遮断弁 

撤去 耐震補強（Q）、更新及び改良（R）によって発生するもの 

  

 

(2) 要求水準 

 

表－ 23 真野低区配水池更新改良業務の要求水準 

項 目 要 求 水 準 

○耐震補強及び劣化補修 

配水池 

 

8,000m3 

ア 真野低区配水池8,000m3は、事業者にて耐震診断及び耐震補強設計を行い、必

要な範囲について、耐震補強を行うこと。 

イ 劣化補修については、本業務による現地調査に基づき実施すること。 

ウ 耐震補強及び劣化補修時に支障となる設備等がある場合は、必要に応じて取

外し、再設置すること。取外した設備を再設置することが、当初の機能を満

足しないと考えられた場合は、事業者負担にて、同様の設備を設置するこ

と。 

エ 耐震補強時の増厚等により、現行容量8,000m3から減少することは認めるが、

可能な限り配水池容量を確保すること。 

オ 真野低区配水池8,000m3は停止することはできないため、耐震補強及び劣化補

修は１池ずつ行うこと。 

カ 真野低区配水池の耐震補強の施工時期については、真野浄水場及び仰木低区

配水池更新改良業務の時期及び水運用を考慮して、適切な時期に設定するこ

と。 

○設備の更新及び改良 

機械設備 ア 既設配水池流出管の緊急遮断弁を更新すること。 

電気設備 ア 既設信号（水位計、緊急遮断弁）を真野浄水場に伝送すること。 
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2.7 運転維持管理業務 

事業者は、以下に示す要求水準を踏まえて、設備を中心として施設を適切に運転維持管理することによ

り、その機能を十分に発揮し、安全・安定的で効率的な水道水の供給を図るものとする。 

更新改良施設についても、要求水準は基本的に以下と共通とし、施設及び設備の運転維持管理を適切に

行うものとする。 

 

(1) 業務の概要・体制 

① 業務概要等 

（ア） 業務概要 

運転維持管理業務の対象施設は浄水場、配水池、加圧施設、電動弁施設及びその他関連施設であり、業

務の概要を表－ 24 に示す。 

なお表－ 24 に示されていない業務であっても、施設等の運転維持管理上、必要な業務については事業

者の負担で行うものとする。 

表－ 24 運転維持管理業務の概要 

業務区分 業務の概要 備考 

運転管理業務 

運転監視操作業務 
（監視室業務、緊急時の初期対応等） 

主に監視室において行う業務 

水質監視業務 
（水質検査(毎日検査)、ジャーテスト、臨時の
水質監視業務等） 

*1 

排水処理業務  

保安業務 
（ＩＴＶ、機械警備設備による対象施設の監
視、異常時対応及び施設の施錠・巡視等） 

*1 

保全管理業務 

保守点検業務 
（日常点検、定期点検、建築付帯設備点検） 

*1 

精密点検・試験等 *1 

更新改良施設の 
補修・修繕業務 

更新改良施設を対象とした補修・修繕業務  

既存施設の 
補修・修繕業務 

既存施設を対象とした補修・修繕業務  

物品調達業務 

水道用薬品の調達と管理 
（薬品の調達と管理、薬品等の受入れ業務、事
務処理作業） 

 

施設運転に係る燃料の調達と管理  
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通信の調達と管理  

非常用発電機の手配  

その他の消耗品類の調達  

備品・物品の管理 
貸与する備品、図書類、鍵類、
支給品、その他貸与品の管理 

その他 

技術業務 

本市が別に発注する業務対応等  

事業者が専門業者に発注する業務対応等  

視察・見学者等対応業務  

清掃及び除草・植栽管理業務 *1 

災害及び 
事故対応業務 

  

事業終了時の 
引継ぎ業務 

  

注）*1 参考資料の基本仕様書に対象施設・設備及び標準的な業務方法等を参考として示す。 

 

（イ） 業務の実施にあたっての留意事項 

ｱ） 要求水準の基本的な考え方 

事業者は、本事業が性能発注であることを踏まえ、本要求水準書に定める要件を満たすことを条件とし

て、運転維持管理について効率化や高度化を考慮した計画を作成し、運転維持管理業務を行うものとす

る。 

なお、参考資料に示す「水道施設運転管理業務基本仕様書」は、現行の運転維持管理業務の範囲及び内

容等を参考として示すものであり、本事業における仕様を示すものではない。 

業務実施時においても、効率化や高度化に向け、本要求水準書に定める要件を満たすことを条件に本市

と協議を行った上で、運転維持管理業務の方法等を見直すことができる。 

更新改良施設及び既存施設については、保全管理業務及び補修・修繕業務を計画的かつ適切に行うこと

により、健全性を確保するとともに、長寿命化等によりトータルコストの低減を図るものとする。 

 

ｲ） 新技術の導入、環境配慮等 

ＤＸ等の新技術の導入を積極的に行い、業務の効率化・高度化等に取り組むこと。 

環境に対して十分配慮し、資源・エネルギーの有効活用等の環境負荷の軽減に向けた取組みを推進する

こと。 

業務の公益性を十分理解し、需要者や地域住民等との協調を保ち、適切な配慮を行うこと。 
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② 業務実施体制・管理体制等 

（ア） 業務実施体制 

ｱ） 業務従事者の階級及び資格等 

業務従事者の階級及び資格等の基準は、次のとおりとする。 

業務責任者及び業務副責任者は、各々配置される浄水場への常駐を求める。 

a. 業務責任者 

運転維持管理業務を統括し調整を行うため、業務責任者を１名配置する。 

業務責任者は、水道に関する高度な技術力、的確な判断力及び浄水場等水道施設の運転管理、維持

管理に精通し、３年以上の実務経験を有している者で、水道技術管理者又は水道施設管理技士【浄水

施設２級】以上の有資格者とする。原則として柳が崎浄水場に配置する。 

b. 業務副責任者 

業務副責任者は、業務責任者を補佐し、浄水場等水道施設の運転管理、維持管理に精通し、３年以

上の実務経験があり、水道施設管理技士【浄水施設３級】以上の有資格者とする。原則として真野浄

水場、柳が崎浄水場、膳所浄水場及び新瀬田浄水場に配置する。 

c. 作業責任者 

作業責任者は、化学、機械、電気いずれかの専門分野における業務の責任者で、上下水道施設にお

いて１年以上の実務経験があり、水道施設管理技士【浄水施設３級】以上の有資格者、若しくは、化

学、機械、電気いずれかの専門分野における実務経験者とする。 

 

ｲ） 業務責任者の職務 

業務責任者の職務は、次のとおりとする。 

a. 水道施設運転維持管理業務を統括する責任者として、本事業従事者の指揮、監督を行うとと

もに、技能の向上及び事故防止に努めること。 

b. 事業契約書、本要求水準書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解

し、施設の機能を把握し、本市の職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図

ること。 

 

ｳ） 有資格者の基準 

運転維持管理業務に必要な有資格者は、以下のとおりとする。なお hの技術士は、本業務の履行に必要

な指示・助言ができるよう職員を配置することを必須とするが、本事業の浄水場等への常駐を求めるも

のではない。 

a. 水道技術管理者 

b. 水道浄水施設管理技士（浄水施設３級以上） 

c. 電気主任技術者（第三種免状以上） 

d. 水質基準その他水質に関する知識を有し、かつ３年以上の実務経験を有する者 

e. 機械設備に関する知識を有し、かつ３年以上の実務経験を有する者 

f. 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 
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g. クレーン運転特別教育終了者及び玉掛け技能講習修了者 

h. 技術士（上下水道部門 上水道及び工業用水道） 

 

ｴ） みなし設置者 

事業者は水道施設に設置している自家用電気工作物等及び可搬型非常用発電機の保安管理において

「みなし設置者」として次に掲げる業務を実施する。 

a. 自家用電気工作物の維持・技術基準適合維持（電気事業法第 39 条規定事項） 

b. 自家用電気工作物の保安規程の作成・届出、変更の届出、規定の遵守（電気事業法第 42 条規

定事項） 

c. 電気主任技術者の選任、届出（電気事業法第 43 条規定事項） 

 

ｵ） 業務形態 

 事業者が満たすべき業務形態は次のとおりとする。 

a. 運転管理業務 

運転管理業務には、浄水場、ポンプ場等の設備を適正に運転するにあたって必要な人員を配置し、

通年（365 日）において施設の運転操作監視及び水質監視及び連絡受付業務を行うこと。 

ただし、浄水管理センターの遠隔監視システムの機能を利用することで、これらの業務を十分に

行えると認められる場合に限り、浄水管理センター以外の施設において夜間、休日の無人化等、他の

方法による監視体制を取れるものとする。 

b. 運転管理業務以外の業務（災害及び事故対応業務を除く） 

業務は平日の昼間勤務とする。 

ただし、土日祝日及び平日夜間に緊急事態が発生した場合、対応に必要な保全管理業務、補修業務

等を行う。 

c. 災害及び事故対応業務 

水道施設の緊急時、夜間・休日においても概ね１時間以内に施設に参集し初期対応できる人員体

制を整備することとする。 

d. 業務責任者 

業務責任者は、平日昼間常勤すること。業務責任者が不在の場合は代わりに業務を行えるものが常

駐すること。 

 

事業者は、業務の履行にあたり、原則として承認された業務履行計画書に基づく業務形態により行うも

のとする。ただし、水道施設の設備が自動化又は省力化等により、業務形態を変更しても所定の能力が確

保されるような場合には、本市と事業者が協議の上、業務形態を変更できるものとする。 

勤務時間は施設の運用状態及び原水水質の状態に応じて、事業者の判断により変更できるものとする。

ただし、事前に本市の承認を得ること。 

 

（イ） 業務管理体制 

運転維持管理業務について、指揮命令系統を確立するとともに、以下に示す管理体制を整備すること。 
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ｱ） 盗難、火災等の防止 

事業者は、火気取扱い責任者を選任し、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底する。また、盗難防止に

努めること。 

 

ｲ） 労務管理 

事業者は、本業務の公共的使命が重大であることを念頭におき、労務管理を行うこと。 

 

ｳ） 安全管理 

事業者は、労働安全衛生法その他災害防止関係法令の定めるところにより、作業の実施にあたり守るべ

き安全に関する事項を定め、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害の防止に努めること。 

 事業者は、業務遂行上危険が見込まれる場合や保安設備の改善が必要な場合は、本市に速やかに報告

するとともに必要な対策を講じ、労働災害の防止に努めること。 

 事業者は、従事者が危険な作業を行う場合は、関係法令を遵守し、安全教育を実施して、作業の安全確

保を図ること。 

 

ｴ） 健康管理 

 事業者は、常に安全衛生管理に注意を払い、従事するものに感染症等の疑いがある場合は従事者の変

更を行うなど、安全衛生管理を徹底すること。 

事業者は、水道法第 21 条に基づき、運転維持管理業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定

めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成して、本市に報告

するとともに、記録を保存すること。 

 

ｵ） 高病原性新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等対策 

 高病原性新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等流行時に対応するため、本市が定めてい

る高病原性新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等流行時の運転維持管理業務特記事項を守

ること。 

 

ｶ） 不当介入に関する通報 

事業者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入を

しようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の妨害）を受けた場合は、断

固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査

上必要な協力を行うものとする。 

事業者は、不当介入に関する通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した不当介入事案通報書

（本市様式）により所轄警察署に届け出るとともに、本市に報告するものとする。また、事業者は、以上

のことについて、本事業に従事する作業員、協力者等関係者に対して、十分に指導を行うものとする。 

事業者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、市

と協議するものとする。 
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（ウ） 教育・訓練 

ｱ） 保全・保安教育及び訓練 

事業者は、業務従事者等に対して、浄配水施設等の運転管理、保全・保安等に関し必要な知識及び技能

に関する教育を行う。 

事業者は、緊急時対応を含めた、ＢＣＰ（事業継続計画）及び危機管理マニュアルを作成し、業務従事

者等に対して、事故その他災害が発生した場合の措置について、実施指導、訓練を行わなければならな

い。 

 

③ 使用施設・設備等 

（ア） 浄水管理センターシステムの活用 

柳が崎浄水場の既存システムにより、市内全ての浄水場及び主要ポンプ場の監視と主要機器（取水ポン

プ設備、送水ポンプ設備、薬品注入設備）の制御を行う事ができる。 

事業者がアクセス可能な既存システム機能は、監視機能、設備台帳機能、台帳閲覧機能、作業報告書作

成閲覧機能、帳票機能、スケジュール管理機能（サイボウズ）、水安全計画支援機能、保守点検支援機能

とする。 

また、本市の承諾を得て、事業者負担で、既存システムのクライアント PC 等端末機器を追加し、既存

システムへのアクセスすることも可能とする。 

なお、既存システムの保守点検は、事業者での追加、増設分を除き、原則として本市にて実施する。 

 

（イ） 貸与品 

 事業者は業務に必要な執務室、施設用地、機械器具、関係書類、工具、試験機器等を本市の承認を得て

無償で使用することができる。 

貸与品を破損した場合は事業者の負担にて原状回復を行うこと。 

貸与品の使用に必要となる消耗品等は事業者の負担とする。 

 

（ウ） 業務開始前の業務引継 

業務を開始する前に、本市が指定する者から対象施設・設備の運転管理及び保全管理等に係る業務引継

を行い、マニュアルその他必要な資料を確認し、業務に関する留意事項を把握すること。 

業務引継にかかる費用は、以下の施設の機能確認を含め事業者の負担とする。 

 

（エ） 業務開始前の施設の機能確認 

業務開始前において本市と事業者により施設の機能確認を行い、施設機能確認書を作成する。 

機能確認は、「水道施設更新指針（公益社団法人日本水道協会）」、「水道施設機能診断の手引き（公益財

団法人水道技術研究センター）」等の公的機関の評価方法を参考にして行う。 

なお、施設更新等により施工メーカーによる契約不適合対象期間に該当する設備機器等がある場合は、

当該設備機器等の機能確認の取り扱いについて本市と事業者の協議により定めるものとする。 

業務開始前の施設の機能確認の結果、その機能に不備がある場合は、本市の費用でその機能を回復又は
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事業者の契約不適合責任から除外するものとする。 

 

④ 計画及びモニタリング等 

（ア） 計画の策定 

事業者は自らの提案内容に従い、表－ 25 に示す計画書を以下の点に留意して策定し、本市の承認を

得るものとする。 

・業務の実施結果等が要求水準を満足しているか否かを確認できること。 

・事業提案書に記載した実施項目等が的確に実施されているか否かを確認できること。 

なお、本要求水準書等で指定され、作成されたマニュアル類の著作権は本市に帰属する。 

 

表－ 25 計画書等（運転維持管理業務） 

名称 内容 

本市 

提出時期 
承
認 

確
認 

届 
け 
出 

着手届 － - ○ 
契約から 7 日
以内 

業務責任者選任
届 

－ - ○ 
運転維持管理
業務開始の 30
日前まで 

業務従事者選任
届 

・業務従事者の履歴、職種、職階、職務分担等

(従事者の資格を証明するものを含む） 
- ○ 同上 

借用書 
・執務室、施設用地、機械器具、関係書類、工

具、試験機器等を対象 
- ○ 借用当日まで 

計 
画 
書 

業務履行計画書 
*1 

以下について業務方針等を作成する。 

(１)業務概要(管理の基本方針を含む) 

(２)業務組織(緊急時の体制を含む) 

(３)主たる業務の実施計画(工程)の概要 

(４)水質管理に関する計画 

(５)各種点検(機械・電気設備の点検含む)に 

関する計画 

(６)モニタリング・検査に関する計画 

(７)安全対策、衛生管理に関する計画 

(８)教育、研修に関する計画 

(９)各種報告書様式 

(10)その他必要な計画 

○ - 
運転維持管理
業務開始の 30
日前まで 

中期業務履行計
画書 *2 

記載項目は業務履行計画書と基本的に同様で

あるが、運転維持管理の履行を通して得た知

識・技術等とともに最新技術等を反映して、３

年間の業務履行の方針を具体的に示す。 

○ - 
中期業務開始
の 30日前まで 
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注）*1 (２)業務組織は各担当の人員、必要な資格、経験等について記載し、個人名の記載は求めない。 

*2 (２)業務組織は上記の他、担当者の個人名を記載する。 

*3 業務の履行等により習得したノウハウ・知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直す。 

*4 本市の水道水質検査計画、水安全計画等に基づき、事業者において作成する。 

 

（イ） モニタリング業務 

ｱ） セルフモニタリング業務 

事業者は、運転維持管理業務の実施状況を整理し、要求水準や事業者提案内容の履行状況を確認し

て、継続的な業務改善を進めるセルフモニタリング業務を実施すること。 

年間業務実施計
画書 

以下について業務実施計画を作成する。 

(１)業務計画 

 （年間業務工程表(運転監視操作業務・保

守点検業務)、労務工程表） 

(２)業務方法 

 （業務方法・要領及び運転指標、 

保守点検業務基準(周期、項目等)） 

(３)安全衛生管理 

 （対策、計画、研修計画、組織） 

(４)保全・保安管理・安全パトロール等 

 （内容及び実施予定） 

(５)水質監視業務 

 （業務実施方法、検査体制） 

(６)モニタリング・検査 

 （モニタリング・検査体制、方法、頻度） 

(７)その他必要事項 

（６）のモニタリング・検査は業務履行状

況、保全管理状況等を対象に実施し、「1.3

基本事項」に示す水質・水圧・水量及び運

転・保全管理等に係る要求水準の達成状況や

その要因、改善措置等を確認する。 

○ - 

年度業務開始
の 14日前まで
（初年度は 30
日前まで） 

月間業務実施計
画書 

記載項目は年間業務実施計画書と基本的に同

様であるが、月毎の運転管理に影響する水質

等の要因や保全管理予定等を踏まえ、当月の

業務実施の方針を具体的に示す。 

○ - 
月業務開始の
7 日前まで 

マ 
ニ 
ュ 
ア 
ル 
*3 

作業要領、運転
操作マニュア
ル、水質管理マ
ニュアル*4、手
順書等 

・対象施設・設備、運転・維持管理の考え方、

方法・手順、留意事項等 
○ - 

運転維持管理
業務開始の 30
日前まで 

ＢＣＰ（事業継
続計画）及び危
機管理マニュア
ル 

・対象危機：地震や風水害等の自然災害、水道

施設の事故や停電、水質異常、テ

ロ及び新型インフルエンザ等 

・計画内容：緊急時の組織体制、情報連絡 

体制、緊急時対応等 

○ - 
運転維持管理
業務開始の 30
日前まで 
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セルフモニタリング業務にあたっては、以下に示す事項により実施すること。 

 

a. データの記録・分析・整理 

事業者は、運転管理に係るデータの項目、記録の方法をあらかじめ本市と協議し、これを記録・分析・

整理するものとする。施設や設備の更新時等も同様とする。 

 

b. 業務記録等の整備 

事業者は、業務記録等、業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、本市が提出を求めた場合は、

速やかに提出しなければならない。 

 

c. 設備管理台帳 

事業者は、本市が作成、編集する機器仕様、故障、工事履歴等について記載した設備管理台帳に必要な

情報の提供を行うこと。事業者が浄水管理センターシステムの設備管理台帳を使用しても良い。 

 

ｲ） 本市との調整業務 

事業者は、運転維持管理を適切に行い、本市の行うモニタリング（運転維持管理）業務に協力すること。 

事業者は、以下に示す月間及び年間業務を完了したとき、本市の業務完了検査を受けるとともに、随時

行われるモニタリングを受けること。また事業者は、本市と定期的にモニタリング会議を実施し、業務状

況の確認や情報共有及び調整等を図ること。 

 

a. 月間業務完了検査（月間モニタリング） 

b. 年間業務完了検査（運転維持管理業務履行検査） 

c. 業務履行モニタリング（随時） 

月間・年間の業務完了検査は、各々の業務実施計画書に基づき業務履行報告書の内容について、照合・

確認を行う。 

業務履行モニタリング（随時）は提案書を参考に、本市が定めた内容により行う。 

 

ｳ） 提出書類 

事業者は、表－ 26 に示す業務履行報告書及び保全管理等報告書等を作成し、本市に提出すること。 

また業務執行上で必要な諸事項について、本市と協議等を行った場合は、その都度その内容を議事録と

して作成し、本市の確認を受けること。 

 

表－ 26 業務履行報告書等（運転維持管理業務） 

名称 内容 
本市 提出時期 

承
認 

確
認 
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業
務
実
施
時 

業
務
履
行
報 
告 
書 

日常業務履行報告
書*1 

ア 水質検査記録 

イ 業務日報 

ウ 引継事項 

エ 異常報告 

－ ○ 

翌日まで（１営業
日以内） 

月間業務履行報告
書 

ア 月間業務完了届 

イ 月間業務完了報告 

ウ 月間業務所見 

エ 月間運転管理データ 

オ 月間水質管理データ 

カ 月間業務実績報告 

キ その他業務検査必要書類*1 

－ ○ 
月業務完了から 7
日以内 

年間業務履行報告
書 

ア 年間業務完了届 

イ 年間業務完了報告 

(ア) 年間業務所見 

(イ) 年間運転管理データ 

(ウ) 年間水質管理データ 

(エ) 年間業務実績報告 

(オ) 物品管理報告書 

(カ) 保全管理年間実績報告 

ウ その他業務検査必要書類*2 

－ ○ 
年間業務完了か
ら 14 日以内 

保
全
管
理
等
報
告
書 

施設機能確認書 施設や設備の老朽度等の機能評価結果 － ○ 
３年に 1度 
調査後 30 日以内 

保守点検結果報告
書（定期点検、建
築付帯設備点検） 

設備等の保守点検結果 － ○ 
保守点検終了後
30 日以内 

精密点検・試験結
果報告書 

設備等の精密点検・試験結果 － ○ 
精密点検・試験終
了後 30 日以内 

更新改良施設の補
修・修繕結果報告
書 

更新改良施設の補修・修繕結果*3 － ○ 
補修・修繕後30日
以内 
突発事故に対す
るものは、補修・
修繕後 7日以内 

既存施設の補修・
修繕結果報告書 

既存施設の補修・修繕結果*3 － ○ 

議事録 
業務執行上で必要な諸事項についての協

議結果 
－ ○ 

協議後3営業日以
内 

業
務
終
了
時 

施設機能確認書 施設や設備の老朽度等の機能評価結果 － ○ 
事業終了の 90 日
前まで 

作業要領、運転操作マ
ニュアル、水質管理マ
ニュアル、手順書等 

表－ 25 と同様 － ○ 
事業終了の 30 日
前まで ＢＣＰ（事業継続計

画）及び 
危機管理マニュアル 

表－ 25 と同様 － ○ 
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注）*1 日常業務履行報告は基本的に電子メールにより行う。 

*2 業務の履行等により習得したノウハウ・知見に関する文書や写真・動画の取りまとめを含む。 

*3 補修及び計画修繕補修を行った場合、浄水管理センターシステムに補修履歴を登録すること。 

 

⑤ 経費の負担 

事業者が業務履行上で負担する経費は、事業者自らが業務履行上で直接的に必要な事務費及び運転・維

持管理費等とし、これらについては事業契約書別紙６に示す。ただし、本市が無償で貸与又は供与を認め

た物品等はこの限りでない。 

 

(2) 運転管理業務 

更新改良施設及び既存施設について、水運用（取水及び送水）とともに、原水水質の変動を考慮した浄

水処理、薬品注入、排水処理の各工程の監視を含めた運転管理体制を確立し、以下に示す業務を行う。 

 

① 運転監視操作業務 

（ア） 監視室業務 

 本市の水道水質検査計画、水安全計画の策定において資料提供等により支援するとともに、これ

らの計画に基づき、事業者において適切な水質管理マニュアルを作成する。マニュアルに基づき、

原水水質の変化に対応するため浄水処理工程における水質管理を徹底すること。また、水質管理

に必要な項目の検査、ジャーテスト及び塩素要求量試験の結果により最適な薬品注入率を決定し、

水質の向上に努めること。 

 監視及び制御により、異常を発見した場合又は変更が必要な場合は、事業者の判断で処置を行い、

業務日報で本市へ報告すること。ただし、次に掲げるものは、速やかに本市へ報告し、対応につ

いて協議を行った上で処置を行うこと。 

ａ 送配水管からの漏水等、本業務の対象外の施設の異常が疑われる場合 

ｂ 設備機器の事故等により、通常の水運用が困難な場合 

ｃ 以下に示す原水の水質異常等により、通常の浄水処理が困難な場合 

  ・原水水質が想定条件（最大値）を超過した場合 

  ・浄水水質が管理目標値を超過した場合 

ｄ その他重大な事象が発生し、本市の業務に影響を及ぼす恐れがある場合 

・監視及び制御は、水道施設の水量・水圧・水質、設備の運転等を対象として行う。 

・事業者は、運転の変更、故障、警報の発生等について原因を調査し、対応を含めて記録する。 

・事業者は、運転操作監視業務上必要な措置を講じるため、施設の全部又は主要部の運転を停

止する時又は再開する時は、本市に速やかに報告すること。 

（イ） 緊急時の初期対応 

事業者は、設備機器の故障又は不具合が生じた場合並びに、水質異常、地震、風水害、その他災害等が

発生した場合、施設を安全かつ正常に運転できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに本市に報告する

こと。なお、緊急時の措置には簡易な修繕及び仮処置も含めることとする。 
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（ウ） 業務継承と引継ぎ 

日常業務の確実な継続確保と情報の共有を行うこと。 

 

② 水質監視業務 

（ア） 水質検査（毎日検査） 

浄水処理の確認のために行う水質検査を、必要な回数実施すること。 

また、水質変化時には、確認と原因究明のために必要な水質検査等を早急に実施し、結果につい

て適宜本市に報告を行うこと。 

（イ） ジャーテスト（凝集試験） 

ジャーテストは定期的に実施する他、水質変化時に必要な回数実施すること。 

（ウ） 臨時の水質監視 

水質異常、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、初期対応者から業務を引き継ぎ、採水

等を含む水質検査等業務を行い、結果について適宜報告を行うこと。 

（エ） 排出水測定分析 

浄水場から排出される排出水及び下水道放流水の測定分析を行う。 

 

各々の水質監視業務の要求水準を表－ 27 に示す。 

 

表－ 27 水質監視業務*1 

№ 項  目 内  容 概略数量*3 検査頻度 

1 給水栓毎日検

査業務 

水道法に定められた末端給水の検

査業務 

市内 20 箇所 1 日 1 回 

2 排出水測定分

析業務 

浄水場から排出される排出水及び

下水道放流水の測定分析業務 

排出水 12044 回 

下水道放流水 12８回 

排出水は 2回／年*2 

下水道放流水は 4回／年 

注）*1 検査項目は、色、濁り、消毒の残留効果（遊離残留塩素濃度） 

*2 フェノール類、窒素含有量、燐含有量は 1回／年 

*3 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の 

廃止に伴い、数量は減少する。 

 

③ 排水処理業務 

（ア） 排水処理方法 

浄水処理の過程で発生する排水は、適切な方法で処理すること。 

各浄水場における選択可能な処理方法は表－ 28 のとおりであるが、事業者において選択できるものと

する。 
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表－ 28 各浄水場における選択可能な排水処理方法*1 

浄水場名*2 

処理方法 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用土 植栽用人工土壌の製造への利用 下水道 

放流 脱水機運転

による脱水 

ケーキの有

価処分 

天日乾燥床に

よる乾燥ケー

キの資源化 

脱水機運転によ

る脱水ケーキの

資源化 

天日乾燥施設

（ｴｺﾎﾟｰﾁ）に

よる乾燥ケー

キの資源化 

八屋戸浄水場  ●    

真野浄水場   ●   

柳が崎浄水場   ●  ● 

膳所浄水場    ● ● 

新瀬田浄水場 ●  ● ● ● 

●：選択可能な処理方法   

注）*1 排水処理業務に要する費用は、下水道放流にかかる費用（下水道放流料金）を含め、

事業者の負担とするが、電気料金は本市の負担とする。 

*2 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の 

廃止に伴い、数量は減少する。 

 

（イ） 浄水場発生土資源化業務 

大津市内の各浄水場から排出される沈殿水及び乾燥ケーキ（以下「浄水発生土」を原材料として植栽用

人工土壌を製造し、本市へ納品すること。 

排水処理については、無償貸与品の維持費及び消耗品を含めて、当該事業に必要な費用は原則としてす

べて事業者の負担とする。 

ｱ） 浄水発生土発生場所：各浄水場（５箇所） 

ｲ） 原材料の資源化場所及び植栽用人工土壌納品場所：八屋戸浄水場 

ｳ） 植栽用人工土壌の仕様：表－ 29 参照 

 

表－ 29 植栽用人工土壌の基準値 

項  目 単位 基準値 

ｐＨ（Ｈ2Ｏ） － 7.0±0.5 

電気伝導率（ＥＣ） ds/m 1.0 以下 

アンモニア態窒素，硝酸態窒素 mg/kg 合計 50 以上 

陽イオン交換容量（ＣＥＣ） cmolc/kg 15 以上 

カリウム mg/kg 50 以上 

リン酸 mg/kg 50 以上 

飽和透水係数 cm/s 10^-2 以上 
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有効水分（pF1.5～3.8） ℓ/㎥ 150 以上 

土性（粒径組成） － SCL～S 

※1 製品 300 ㎥製造毎に抜き取りの品質検査を行い、品質証明書を提出すること。 

※2 １㎥毎に大型土嚢に封入し納品すること。 

※3 人工土壌の製造は ISO の認証を受けた品質管理工程で実施すること。 

 

（ウ） 無償貸与機材 

ｱ） ふるい １式 

ｲ） ベルトコンベアー（付帯設備を含む）２台 

ｳ） ターボミキサー（架台を含む） １台 

ｴ） ホイールローダー １台 

 

（エ） その他 

ｱ） 電力、作業用水の供給 

業務に必要な電力及び作業用水は、施設の運用に支障の無い範囲で無償提供する。 

ｲ） 作業用地及び施設について 

資機材置場や作業員詰所、濃縮槽など業務の履行にあたり必要と認められる用地等は、本市の業

務に支障の無い範囲で無償貸与する。 

ｳ） 施設の整備 

各浄水場より発生する浄水発生土（下水道放流にて処分を行う沈殿水を除く）の処理にあたり、

業務の安定運用に必要な雨天作業場所（倉庫）の設置及び破砕機、架台、配管等の機材及びフォー

クリフトやユニック車等を調達すること。 

ｴ） 浄水発生土の運搬 

植栽用人工土壌の材料である浄水発生土の運搬にあたっては、運搬中に漏洩する事が無いよう、

細心の注意を払って運搬すること。 

 

（オ） 参考データ 

表－ 30 排水処理業務の実績及び想定値（年間）（参考） 

 乾燥ケーキ（ｔ） 下水道放流（㎥） 備考 

八屋戸浄水場 50 － 下水道放流不可 

真野浄水場 260 － 下水道放流不可 

柳が崎浄水場 240 （170,000） Ｒ４年度より下水道放流可能 

膳所浄水場 － 230,000  

新瀬田浄水場 225 （110,000） Ｒ２年度より下水道放流可能 
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表－ 31 植栽用人工土壌の製造実績（参考） 

 製造量（㎥） 備考 

平成 29 年度 137 １月から事業開始 

平成 30 年度 926  

令和元年度 1,425  

令和２年度 1,223  

令和３年度 1,506  

 

④ 保安巡視業務 

水道施設への不法侵入等の防止及び危機管理対応のため、ＩＴＶ、機械警備設備等による対象施設構内

の監視、異常時対応及び門扉の開閉操作並びに施設の施錠・解錠の管理や巡視を行う。 

保安巡視業務の要求水準を表－ 32 に示す。 

 

表－ 32 保安巡視業務 

№ 項  目 内  容 概略数量*1 

1 保安巡視業務 水道施設の保安巡視業務 浄水場５箇所及び加圧・

配水池施設等 

注）*1 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の廃止に伴い、数量は減少する。 

 

(3) 保全管理業務 

① 保守点検業務 

（ア） 日常点検 

設備について、目視、触感及び異音等の確認による点検を行うこと。 

（イ） 定期点検 

１週、１か月、半年、１年等の期間を定めて機器の停止を伴い、測定、調整、オイル交換、給脂、

分解清掃等を行うこと。また、次の各機器について調整及び部品等の交換に努めること。 

 各種ポンプ類のベアリング、グランドパッキン等消耗品の交換及びオイル交換 

（※出し作業及び廃油･廃材の処理を含む） 

 各種電動機類のベアリング等消耗品の交換及び調整 

 各種バルブ類のグリースアップ 

 機器の制御に関する発信器等の点検・消耗品交換及び調整 

 

各々の保守点検業務（定期点検）の要求水準を表－ 33 に示す。 

なお、表－ 33 に示す各設備の点検頻度について、法定点検を行う No.1～4 の設備は記載の頻度に

より点検するものとする。それ以外の設備については点検頻度の参考値を示しており、計画的かつ

適切に保全管理を行い、支障なく運転できる場合は、この限りではない。 
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表－ 33 保守点検業務 

№ 項  目 内  容 概略数量*1 点検頻度 

（No.5～16 は参考） 

1 消防設備保守点

検業務 

水道施設に設置している消防設

備の保守点検 

浄水場５箇所 

浄水管理センター１

箇所 

加圧施設６箇所 

取水場２箇所 

作動・外観・機能点

検は１回／半年 

総合点検は１回／年 

2 昇降機設備保守

点検業務 

浄水管理センター及び新瀬田浄

水場に設置している昇降機の保

守点検 

２台 ４回／年以上 

3 電動ホイスト保

守点検業務 

各浄水場に設置している電動ホ

イストの保守点検 

23 台 １回／年 

4 浄化槽保守点検

業務 

八屋戸浄水場に設置している浄

化槽の保守点検 

１台 ６回／年 

5 ガスヒートポン

プ保守点検業務 

各浄水場に設置しているガスヒ

ートポンプ式及び空冷ヒートポ

ンプ式空調設備の保守点検及び

フロン点検 

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 33 台 

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式５台 

ガスヒートポンプは

１ 回／年と故障時 

フロンは３年に１回 

6 粒状活性炭再生

業務 

新瀬田浄水場の粒状活性炭の再

生業務 

6 池 通常、通水倍率

25,000 倍で再生実施 

7 緩速ろ過池維持

管理業務 

柳が崎浄水場の緩速ろ過池の維

持管理業務 

5 池 ろ抗により管理 

8 排水処理設備点

検整備業務 

浄水管理センターより排出され

る廃液処理装置の点検整備業務 

１台 １回／年 

9 機械設備保守点

検業務 

加圧ポンプ、電動弁操作器及び

緊急遮断弁等の保守点検業務 

加圧ポンプ 158 台 

緊急遮断弁 8台 

電動弁 323 台 

提案による 

10 計装設備保守点

検業務 

真野中央監視システム(保守サー

ビス共)、水質監視装置及び水位

計設備の保守点検業務 

中央監視システム年

1回 

水位計等 158 台 

水質監視装置 141 台 

流量計 22 台 

圧力計 14 台 

提案による 

11 FRP タンク点検

業務 

FRP タンクの点検業務 配水池８池 

調圧水槽２池 

３年周期で左記数量

を実施 
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12 小型無停電電源

装置バッテリー

取換業務 

小型無停電電源装置（UPS）のバ

ッテリーの取り換え業務 

88 台 １台／５年周期 

13 自家用電力設備

定期点検業務 

自家用電力設備の年次点検業務 浄水場５箇所 

取水場２箇所 

加圧ポンプ場７箇所 

１回／年 

14 脱水機・粉末活性

炭貯蔵槽ロード

セル点検・調整業

務 

真野浄水場、柳が崎浄水場及び

新瀬田浄水場に整備されている

脱水機・粉末活性炭貯蔵槽ロー

ドセルの点検・調整業務 

真野浄水場２箇所 

柳が崎浄水場２箇所 

新瀬田浄水場１箇所 

１回／年 

15 水質分析計保守

点検業務（保守サ

ービス含む） 

浄水管理センターに設置してい

るｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量計、液体ｸﾛﾏﾄ

ｸﾞﾗﾌ質量計、誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質

量分析計、放射性物質測定装置

の保守点検業務 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ２台 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ１台 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量

分析計１台 

放射性物質測定装置

１台 

１回／年（12 月頃） 

16 電子天秤校正業

務 

浄水管理センターに設置してい

る電子天秤の校正業務 

３台 １回／年 

17 アスベスト含有

率分析調査業務 

水道施設に使用されている建築

建材のアスベスト含有状況を調

査する業務 

※調査対象は、水道施設（浄水

場、加圧施設、配水池等）にお

ける建築物の建築建材及びコン

クリート構造物の防水塗装下地

調整材等である。 

※分析方法は、定性分析（JIS 

A1481-2）及び定量分析（JIS 

A1481-3）である。 

※調査は特定建築物石綿含有建

材調査者等の有資格者が行う。 

事業期間 15 か年にお

ける調査検体数合計

204 検体 

①令和６～９年度 

４か年計 72 検体 

１年あたり 18 検体 

・優先施設 

７箇所×２検体 

・その他施設 

２箇所×２検体 

②令和 10～20 年度 

11 か年計 132 検体 

１年あたり 12 検体 

・４箇所×３検体 

①の期間においては、

優先的に調査すべき建

築物 28 箇所について

調査を実施する。 

②の期間のおいては

１年あたり４施設に

ついて、防水改修工

事、解体工事及び配

水池清掃業務等の業

務計画を考慮して効

率的に調査を実施す

る。 

注）*1 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の廃止に伴い、

数量は減少する。 

 

（ウ） 建築付帯設備点検 

給排水、消防、照明、換気、空調設備、通信設備等の建築付帯設備について、目視、触感及び異

音等の確認による点検を行い、異常等が発生した場合は適切に修繕すること。 
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② 精密点検・試験等 

電気事業法第 42 条に定める保安規程により可搬式非常用発電機の保安点検を行うこと。 

また、消防設備点検については、関係法令に定める点検を、該当法規に則り業務を実施すること。 

 

③ 浄水施設、配水池施設等清掃業務 

業務期間内において施設の機能維持と通常点検で確認が困難な水槽内の点検、各種制御弁等の動作確

認を兼ねて、浄水施設、配水池施設等の清掃点検を予め作成した清掃手順、スケジュールに基づき実施す

ること。 

なお、施設場内の環境美化についても計画的に努めること。 

浄水施設、配水池施設等清掃業務の対象及び要求水準を表－ 34 に示す。 

なお表－ 34 に示す実施頻度は、参考値を示しており、計画的かつ適切に清掃を行い、支障なく運転

できる場合は、この限りではない。 

 

表－ 34 水道施設の清掃業務 

№ 項  目 内  容 概略数量*1 実施頻度（参考） 

1 浄水施設等清掃

業務 

取水井や沈澱池等、浄水場施

設の清掃業務 

浄水場５箇所 下記以外は１回／年程度 

フロック形成池、沈澱池は２回／

年程度 

排水地、排泥地、濃縮槽は１回／

１～３年程度 

ＰＡＣ貯留槽は１回／２～３年程

度 

2 浄水池・配水池清

掃業務 

浄水池、配水池及び受水槽等

の清掃業務 

年平均 28 箇所 － 

注）*1 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の廃止に伴い、数

量は減少する。 

 

(4) 更新改良施設の補修・修繕業務 

更新改良施設について、補修・修繕業務は事業者自らが内容・頻度等を定め、自らの負担で実施する。

更新改良施設の補修・修繕業務は、故障時の対応を含める。 

 

(5) 既存施設の補修・修繕業務 

① 計画修繕 

業務期間内において劣化の生じた設備等について、計画修繕を行うこと。 

業務期間中に実施が予定される設備は以下のとおりとするが、実施にあたっては、あらかじめ本市と設

備の状態等について協議を行い、事業者が修繕予定表を作成し、承認を得てから実施すること。 

なお計画修繕前に協議を行った結果、設備機器の運用状態により修繕予定表で定めた対象設備及び修
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繕優先順位を変更する場合がある。 

 

表－ 35 計画修繕業務の対象 

項  目 内  容 

浄水場沈澱池設備修繕 各浄水場の薬品沈澱池のフロキュレーター軸受及び減速機、掻き

寄せ機の分解整備 

浄水場電動弁等機械設備修繕 各浄水場の電動弁、攪拌機、コンプレッサー等の機械設備の分解

整備 

浄水場薬品注入設備修繕 各浄水場の薬品注入設備に関わるポンプ等の修繕 

緊急遮断弁修繕 配水池の緊急遮断弁の保守点検整備 

加圧ポンプ設備修繕 加圧ポンプ場のポンプ、電動弁の分解整備 

圧力タンク設備修繕 加圧ポンプ場の圧力タンクの保守点検整備 

発電機、エンジン付 

ポンプ修繕 

発電機、エンジン付ポンプ（加圧ポンプ場）の保守点検整備 

 

② 補修・修繕 

構造物・設備について、簡易な補修では対応困難なものについて、補修・修繕を実施すること。 

ただし、事業者の帰責により故障が生じた場合は、本市と協議の上、事業者が自らの負担で実施するこ

と。緊急時等やむを得ない場合は、事業者は本市の口頭での了解により当該補修を実施する。 

 

③ 故障時等の対応 

設備機器の故障又は不具合が生じ、応急に措置しなければならないと判断した場合、臨機に緊急の措置

を講じ、直ちに本市に報告すること。 

特殊技能や特殊工具を必要としない現場で修理可能なものについては、簡易な補修を行うこと。 

当該事象が水道施設に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、応急措置を行うとともに、本市に連絡

し、補修方法を含めて対応について協議する。 

 

④ 補修・修繕費用等の限度 

既存施設の①～③の補修・修繕業務及び「(8)災害及び事故対応業務」（P69）における緊急時の復旧等

の対応業務は合計費用の上限値を年間金額 50,000,000 円（税抜）として実施するものとし、１件あたり

50 万円（税抜）を超える案件については、本市の確認を受けて実施すること。なお、原因が整備不良、

点検を怠ったことによる場合は、事業者の責により対応すること。 

 

(6) 物品調達業務 

① 水道用薬品の調達と管理 

（ア） 水道用薬品の調達及び管理 

次の水道用薬品及び水質測定用の試薬類の調達及び管理については、関係法令に定めのある有資格者

の業務を含めて行うこと。 
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ｱ） 次亜塩素酸ナトリウム 

ｲ） ポリ塩化アルミニウム 

ｳ） 希硫酸 

ｴ） 粉末活性炭 

薬品使用量の実績は表－ 36 に示す。 

 

表－ 36 過去３年間の主な薬品の使用状況（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 水道用薬品等の受入れ業務及び調達の事務処理業務 

各水道施設における水道用薬品、燃料、消耗品等の受入れ立会い業務を行うこと。また、受入検査書を

作成し、本市へ提出すこと。 

水道用薬品、燃料、消耗品等の調達に係る発注、支払い、資料の作成等の事務処理業務を行うこと。 

 

② 施設運転に係る燃料の調達と管理 

施設運転に係る以下の燃料の調達を行うこと。 

施設名 薬品名 令和元年度 令和2年度 令和3年度
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 9,928 9,792 8,349
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 16,024 16,063 14,557
希硫酸（ℓ） 1,629 2,102 2,281
Wet粉末活性炭（kg） 239 330 535
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 13,150 13,094 11,106
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 18,834 20,644 16,987
希硫酸（ℓ） 1,355 1,982 2,513
Wet粉末活性炭（kg） 721 1,382 2,635
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 100,891 101,458 94,225
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 176,443 182,238 196,641
希硫酸（ℓ） 22,521 26,710 38,517
Dry粉末活性炭（kg） 11,042 9,128 28,573
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 112,906 117,200 114,557
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 285,954 264,851 254,839
希硫酸（ℓ） 9,265 11,486 5,367
Dry粉末活性炭（kg） 18,019 19,528 31,098
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 107,263 97,898 94,575
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 160,738 198,251 239,766
希硫酸（ℓ） 11,230 9,640 6,880
Wet粉末活性炭（kg） 29,481 43,708 51,450
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 123,145 107,904 107,129
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 147,979 161,033 152,619
希硫酸（ℓ） 14,043 19,011 20,320
粒状活性炭 0 0 0

加圧施設 次亜塩素酸ソーダ（kg） 1,200 1,400 1,200
次亜塩素酸ソーダ（ℓ） 468,483 448,746 431,141
ポリ塩化アルミニウム（ℓ） 805,972 843,079 875,409
希硫酸（ℓ） 60,043 70,932 75,879
Wet粉末活性炭（kg） 30,441 45,420 54,620
Dry粉末活性炭（kg） 29,061 28,656 59,671

計

比良浄水場

八屋戸浄水場

真野浄水場

柳が崎浄水場

膳所浄水場

新瀬田浄水場
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ｱ） 軽油（発電機の定期的な試運転及び長時間停電事故発生時に使用） 

ｲ） ガソリン（エンジンポンプの定期的な試運転及び長時間停電時に使用） 

 

③ 通信機器等の調達と管理 

事業者独自の提案による携帯端末等の通信機器及び通信契約の調達と管理を行うこと。既存のテレメ

ーターや電話回線等については本市が調達と管理を行う。 

 

④ 非常用発電機の手配 

長時間停電の発生時または発生が予想される場合は、施設の運転に必要な非常用発電機の準備を行い

運用すること。運用にあたっては、事前に必要な届出を行うとともに電気主任技術者を配置すること。非

常用発電機の準備費用については、45kVA 以下の事業者の負担とし、それを超えるものは本市の負担とす

る。 

 

⑤ その他の消耗品類の調達 

業務に要する全ての消耗品類の調達については、事業者が行い、その調達にあたっては、水道施設の運

転管理に支障をきたすことが無いよう、適正に行うこと。想定する数量は参考資料の基本仕様書に示す。 

 

⑥ 備品・物品の管理 

施設に備えつけられている、又は貸与され備品、図書類、鍵類の管理を含め、本市からの支給品・貸与

品の在庫管理を行うこと。 

また、完成図書、その他の文書に関して、本市の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。 

 

(7) その他技術業務 

① 本市が別に発注する工事等との調整及び内容把握等 

本市が別途行う点検、工事、修繕及び夜間洗管作業等について、その工事及び作業等が円滑に実施でき

るよう内容把握に努めるとともに、安定給水に支障がないよう関係者との調整や工事立会を本市の監理

の下で行い、対象施設の運転維持管理を適切に実施すること。また、必要に応じて、対象施設の水運用方

法や運転維持管理方法を見直すこと。 

 

② 視察・見学者等対応業務 

（ア） 視察・見学者対応業務 

浄水場の視察や見学者対応に関する準備や説明等の一切の業務を行う。ただし、他事業体から視察者受

入等については、一部の業務を本市が行う。 

 

（イ） 水道技術管理者資格取得講習業務 

日本水道協会主催の水道技術者資格取得講習会を本市において実施するが、浄水場で開催する講習会

の講師派遣、現場研修を行う。 

事業者が担当する講義（指導）内容は表－ 37 に参考として示すが、内容、日程は臨機に変更する場合
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がある。 

なお、講習会場は浄水管理センター及び各水道施設とする。 

 

表－ 37 水道技術管理者資格取得講習の講義（指導）内容（参考） 

日程 講 義 内 容（例） 

１日目 

取水・導水施設 

取水・導水システムの概要 

取水導水施設の維持管理 

施設見学・現場実習 

２日目 

浄水施設 

浄水システムの概要 

浄水施設の維持管理 

３日目 

浄水施設（沈殿・ろ過） 

沈殿・ろ過システムの概要 

沈殿・ろ過施設の運転管理 

４日目 

浄水施設（水質管理） 

水質管理の概要 

水質基準 

試験項目・試験方法 

５日目 
浄水施設 

現場実習 

６日目 

電気機械施設・計装設備 

電気機械システムの概要 

受配電施設の維持管理 

各種ポンプの構造と維持管理 

計装設備の維持管理 

７日目 
電気機械施設・計装設備 

現場実習 

 

（ウ） 調査・アンケートの回答作成 

水道施設の運用実績等に関する調査やアンケートがあった場合、回答書の作成または本市が対応する

場合の支援を行うこと。 

 

③ 清掃及び除草・植栽管理業務 

（ア） 建築物の清掃業務 

 建築物における清掃等の維持管理は、美観、清潔の保持に留意して参考資料に示す基本仕様書を

参考として実施すること。 
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（イ） 除草及び植栽管理業務 

浄水場等の景観等を確保し維持することを目的として、水道施設の除草及び植栽剪定を実施する

こと。 

各施設の除草面積と実施頻度を表－ 38に記載するが、実施頻度についは規定するものではなく、

上記目的の達成を前提に事業者において設定する。 

（ウ） 環境衛生管理業務 

本業務の実施にあたっては地域住民の生活環境に十分配慮し、環境衛生管理を適切に行うこと。 

水の汚染を防止するため、施設及びその周辺は常に清潔に保ち、特に倒木や植物の繁茂、害虫の

営巣により施設の運用に支障を来すおそれがある場合は、早期に適切な処置を行うこと。なお、水

道施設内での殺虫剤等の毒物の使用は原則として認めない。 

 

各々の清掃及び除草・植栽管理業務の要求水準を表－ 38 に示す。 

なお、表－ 38 に示す各業務の実施頻度は、参考値を示しており、計画的かつ適切に清掃を行い、美観、

清潔さが保持できる場合は、この限りではない。 

 

表－ 38 清掃及び除草・植栽管理業務 

№ 項  目 内  容 概略数量*1 実施頻度（参考） 

1 窓・床清掃業務 各浄水場、浄水管理センター

の窓(網戸、ブラインドを含

む)・床清掃業務 

浄水場４箇所 

浄水管理セン

ター１箇所 

床面清掃は 1回／月程度 

浄水管理センターの資料室等は２

回／年程度等 

2 ごみ運搬処理業

務 

事業者が使用する事務所より

排出される一般廃棄物等の処

理業務 

浄水場 4箇所 燃物ごみは１回／週 

産業廃棄物は１回／３か月 

3 水道施設除草業

務 

水道施設用地の除草業務 約 170,000 ㎡ ２～３回／年程度 

4 植木剪定業務 水道施設に植栽されている樹

木の剪定業務 

低木・高木含

め約 2,500 本 

樹木に応じて適切な時期に実施 

注）*1 浄水場の数量は運転維持管理業務開始時のものであり、八屋戸浄水場、膳所浄水場の廃止に伴い、数

量は減少する。 

 

(8) 災害及び事故対応業務 

① 危機管理体制の確立 

地震や風水害等の自然災害、停電、施設の故障、水質異常、水道施設に対する不法行為、原子力災害、

疫病の流行等の緊急事態（以下「緊急事態」という。）が発生した場合に備えて、緊急連絡体制を整備す

るとともに、業務従事者を非常招集できる体制を確立すること。 

事業者は、緊急事態が発生した場合は、必要な初期対応を行った後、速やかに緊急連絡表に基づき本市

に連絡すること。 

事業者は、緊急事態の初期対応の考え方について、プロポーザルで採択された提案書を基に、「大津市
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企業局危機管理指針」、「大津市企業局業務継続計画（ＢＣＰ）」、「大津市企業局新型インフルエンザ対策

行動計画」等を参考にして、ＢＣＰ（事業継続計画）及び詳細な危機管理対応を定めた危機管理マニュア

ルを作成し、本市の承認を得ること。 

 

② 緊急時の対応業務 

事業者は、緊急事態が発生した場合、初期対応者から業務を引き継ぎ、応援要員（員数等については、

事業者の提案による。）を含めて、被害状況調査、応急措置、水質確認、応急復旧、施設内での応急給水

支援及び本市との情報連絡を行うこと。 

 

(9) 事業終了時の引継ぎ業務 

① 履行期間終了に伴う業務引継 

本事業が終了した時、又は契約が解除されたときは、本市が指定する者に対象施設・設備の運転管理及

び保全管理等に係る業務引継を行うこと。 

引継ぎのために必要となる業務に関する留意事項、マニュアルその他必要な資料を含む引継文章を作

成すること。 

引継文書は事業終了から 90 日前までに作成し、業務引継期間はその後２か月程度とする。 

業務引継にかかる費用は、以下の施設の確認を含め事業者の負担とする。 

 

② 施設の機能確認 

本市と事業者は、「2.7（1）③使用施設・設備等」における施設機能確認に基づき、契約終了に伴う施

設機能確認を実施し、事業終了から 90 日前までに施設機能確認報告書を作成する。 

施設の機能確認の結果、その機能に不備があり、当該不備が事業者の管理に起因する場合は、事業者の

費用でその機能を回復するものとする。 

施設の機能確認が困難又は判断できない場合の措置は、本市と事業者の協議により定める。 

 

 

 


